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１．議事日程 

   （平成１８年第４回安芸高田市議会１２月定例会第４日目） 

 

平成１８年１２月１１日 

午 前 １ ０ 時 開 会 

於 安 芸 高 田 市 議 場 

日 程 第 １ 会議録署名議員の指名 

日 程 第 ２ 一般質問 

 

２．出席議員は次のとおりである。（２１名） 

１番    明 木 一 悦    ２番    秋 田 雅 朝 

３番    田 中 常 洋    ４番    加 藤 英 伸 

６番    川 角 一 郎    ７番    塚 本  近 

８番    赤 川 三 郎    ９番    松 村 ユ キ ミ 

１０番    熊 高 昌 三   １１番    藤 井 昌 之 

１２番    青 原 敏 治   １３番    金 行 哲 昭 

１４番    杉 原  洋   １５番    入 本 和 男 

１６番    山 本 三 郎   １７番    今 村 義 照 

１８番    玉 川 祐 光   １９番    岡 田 正 信 

２０番    亀 岡  等   ２１番    渡 辺 義 則 

２２番    松 浦 利 貞 

 

３．欠席議員は次のとおりである。 

５番    小 野 剛 世 

 

４．会議録署名議員 

    ７番    塚 本  近    ８番    赤 川 三 郎 

 

５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１８名） 

市     長    児 玉 更太郎      副 市 長    増 元 正 信  
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副 市 長    藤 川 幸 典      総 務 部 長    新 川 文 雄  

自治振興部長     田 丸 孝 二      市 民 部 長    杉 山 俊 之 

福祉保健部長兼

福祉事務所長
    廣 政 克 行     産業振興部長    清 水  盤 

建設部長   

兼公営企業部長
    金 岡 英 雄     教 育 長    佐 藤  勝 

教 育 次 長    沖 野 清 治     消 防 長    竹 川 信 明 

美土里支所長    立 川 堯 彦     高 宮 支 所 長    猪 掛 智 則  

甲 田 支 所 長    宍 戸 邦 夫     向 原 支 所 長    益 田 博 志  

総 務 課 長    高 杉 和 義     財 政 課 長    垣 野 内  壮 

 

６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（４名） 

事 務 局 長  増 本 義 宣    議事調査係長  児 玉 竹 丸 
書 記  国 岡 浩 祐    書 記    倉 田 英 治 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時００分 開会 

◯松 浦 議 長   それでは、おはようございます。 

時間が参りました。 

ただいまの出席議員は２１名であります。 

定足数に達しておりますので、ただちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○松 浦 議 長   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第７９条の規定により議長において、

７番 塚本近君、８番 赤川三郎君を指名いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２ 一般質問 

○松 浦 議 長   日程第２、一般質問を行います。 

一般質問の順序は通告順といたし、持ち時間は設けず、会議規則の

とおり３回までといたしますので、あらかじめご承知おきください。 

それでは、質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

１番 明木一悦君。 

○明 木 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   はい。 

○明 木 議 員   おはようございます。安芸高田市議会、あきの会１番明木一悦、通

告に基づいて一般質問を行いたいと思います。 

大枠３枠について質問するわけですが、まず初めに安芸高田の財政

健全政策についてお伺いするものでございます。振り返ってみますと

市長は常に新市建設計画は合併当初から決められていたことであり、

これを遂行していくという強いリーダーシップを取られています。特

に新庁舎、特養、葬斎場建設、絶対やらないといけないということで

強くリーダーシップのなか取り組まれてきて、形になってきたと思い

ます。いわばこれは政策公約、児玉市長におけるマニフェストである

のではないのかと考え、またそれを着実に実行されて結果を出された

と言ってもいいんではないでしょうか。我々会派においても政策実現

に向けて日々頑張っており、先日全国県市町村議会、会派議会による

マニフェスト大賞の中で、我々のあきの会のマニフェストが全国１３

６団体２２１件のマニフェストの中から大賞候補として５つにノミネ

ートされたわけでもあります。 

さて、その会派マニフェスト、ここにあるわけでございますけども

我々４つの宣言をしておるわけですね。その中で本日聞かせていただ

くのは、まず開かれた行政、市民のための市役所ということで、すい

ません、いきいき経済創造、市民の経済力のアップということで、こ

ちらの関係についてご質問するわけであります。９月頃だったと思い
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ますけど、それくらいから夕張市の破綻問題に始まり、県内では庄原

市における財政問題が報道され、我が市におきましても現在掲げてい

る最大なる課題は財政健全化ではないかというふうに考えます。児玉

市長も安芸高田市の財政難を改善するために財政健全化についても常

日頃からマニフェスト気味に市民に伝えられております。また、財政

健全化のため最初に行われたと思われますけど、大鉈を振るい臨時職

員のカットなど早期に行われ、頑張られているんではないかと考えま

す。 

さて、それでは財政健全化について早３年を経過しようとしている

児玉市政において、この３年を振り返りどのような政策施策で財政健

全化をどれだけ具体的に行われてきたのかお伺いするところです。ま

た、児玉市政も今期残すところ１年数ヵ月余りとなったわけですけど、

来年度の予算立てに向けて財政健全化の取り組みをどのような形で反

映され、実施されようとしているのかお伺いいたします。 

すいません、風邪気味なので言葉がはっきり伝わらないかもしれま

せんけど。 

続いて、福祉行政政策についてお伺いするものでございます。これ

は我々のマニフェストという命の財産、安全安心宣言。子どもからお

年寄りまで生き生きとというマニフェストを書いておりますけど、そ

の中の件についてお伺いします。 

この１０月１日に自立支援法が施行され、障害者による医療費負担

や各種サービスの負担が増えてきています。私はこの自立支援法の施

策に対して危惧し、昨年の９月の定例会においても一般質問において

法が施行され、障害者に負担がかかるわけですけど、しかしながら財

政難である安芸高田市における施策も必要だと考え、どのようなこと

ができるかという観点から障害者の収入を増やすための観点、安芸高

田市の政策として障害者雇用の拡大と質問をいたしました。そこでい

ただいた市長答弁は、今後雇用拡大に向けての計画を策定し、取り組

んでいく必要があるとの答弁だったというふうに記憶をしております。

国においても、この障害者自立支援法には問題があるのではないかと

見直しの方向で検討も始まっていますし、本市におきましても先日の

本会議、初日に提案されました補正予算で、障害者福祉事業の拡大が

提案されております。そのための予算づけもされ、議会可決をしたと

ころでございます。実際、今年度障害者雇用拡大に向けてどのような

取り組みが行われてきたのか。既に１年数ヵ月が経過しているわけで

す。どのような取り組みが行われてきたか、また来年度に向けて障害

者福祉、または障害者支援の施策をどのように行おうとされているの

か、具体的な計画をお伺いするところです。 

最後になりますけど、安芸高田市役所組織機構についてお伺いしま

す。これは我々のマニフェストで言いますところ、開かれた行政、市

民のための市役所というところです。安芸高田市においても２００６
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年、２００７年問題に直面していると思います。それは来年３月３１

日付で職員が相当数退職することではないでしょうか。その中でも課

長級以上が１０人余りだと思いますけど、退職され、支所長及び部長

も含まれているわけです。これに基づいて来年度安芸高田市における

市の組織改革機構を行おうというお考えはお持ちでしょうか。 

また、今年度３月定例会におきまして質問したわけですけど、女性

幹部職の登用ということで、その時いただきました市長の答弁はそれ

なりの研修を女性職員にも重ねていただき、女性の登用をしていきた

いとの答弁だったと記憶をしております。他のとらえ方をさせていた

だければ、我が市にはまだその職に対応できる女性職員の人材がいな

いとも取れる答弁であったのではないかとも感じ取れます。このたび、

部長職及び支所長職、幹部職が席が空くわけですけど、その部署に女

性職員を登用していくお考えはありますでしょうか。 

この本年度当初市長が言われました、女性職員を教育、育成はされ

てきたのでしょうか。どのようにこの登用についてお考えかお伺いす

るとこでございます。 

なお、答弁による再質問、再々質問については自席にて行います。 

○松 浦 議 長   ただいまの明木一悦君の質問に対し、答弁を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   はい、議長。 

○松 浦 議 長   はい。 

○児 玉 市 長   ただいまの明木議員のご質問にお答えをいたします。 

安芸高田市の財政健全化政策についてのご質問でございますが、高田

郡の旧六町が合併して、間もなく３年が経過しようとしております。

合併してこの３年間は、新市の一体感の醸成や地域振興会の育成に伴

い、新市建設計画の中の主要な事業、並びに旧六町が合併前から実施

しておりました、継続事業の早期完了を最優先の課題として取り組ん

でまいりました。当然のことながら、合併して財政的な理由のみで、

旧町からの継続事業を中途で止めるわけにはまいりませんが、幸いな

ことに、この３年間で、継続事業を中心に、順調な進捗状況であると

考えておりますし、合併建設計画の大きな課題でございました新庁舎

の建設、向原町への特別養護老人ホームの建設、また広域の葬斎場の

建設、この３つが一番合併建設計画の中の大きなハードな面の課題で

あったわけでありますが、１つ１つ解決をしていっておると考えてお

りますし、まだ解決途中のものもあるわけでございますが、こういう

ものを最優先で取り組んでまいったわけでございます。行政改革､財政

の健全化は非常に重要なことでございますが、行政の本来の役割は、

適切な行政サービスを提供することによって、市民生活をより良くす

ることであり、財政の健全化は、その前提条件であって目的ではござ

いません。 

しかしながら、現実的には、人口３万人余りの市の規模としては、
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義務的経費、経常経費はもちろんのこと、地方債に依存した投資的経

費の歳出規模も極めて大きく、類似団体の予算規模と比較すると大き

く乖離しているのが現状でございます。一刻も早く類似の自治体並み

に予算規模をスリム化した上で、政策的な経費に充当する財源を少し

でも多く確保することが必要であると考えております。 

このため、平成１９年度の予算編成におきましては、職員それぞれ

の行政のプロとしての自覚と責任を持ち、市民の視点・感覚に立った

行政運営を基本とする取り組みが必要で、適切な財源確保と徹底した

経費の見直しを行うこととしております。いずれにいたしましても、

これから先、本市が、今後とも真に必要な住民サービスの水準を確保

しながら、主要事業を早期に実現いたしまして、将来に向けて持続可

能な行政運営を進めるためには、健全で安定した財政を基本に、さら

なる内部努力や事務事業及び行政機構の抜本的な見直しを行うなど、

一層の緊張感を持って行政改革を実施する必要があると考えておりま

す。なお、財政健全化の問題については後ほど多少の点についてはお

答えできるのではないかと考えております。 

次に、福祉行政政策についてでございます。官民への障害者雇用拡

大への取り組みが今年度どのように行われてきたかについてのお尋ね

でございます。障害者が社会の一員として誇りを持ち、自立した生活

を送るためには、安定した就労の場が確保されることが必要でござい

ますが、こうした経済不況の中で、障害者の雇用の状況は不安定な状

況にあり、事業主の理解を得ることも必要になってまいります。取り

組みについてでございますが、福祉関係では、市内の障害者授産施設

などの障害者就労支援施設での就労及び小規模作業所における作業な

ど、福祉制度と関連した福祉的就労についての相談を受け、社会福祉

法人清風会、ひとは福祉会、たんぽぽ、ＮＰＯ法人貴船などの施設と

連携をとらせていただいておるところでございます。障害者授産施設

等は、地域性や障害者の特性に応じた仕事の確保、生きがいの場とし

て大きな役割を担っており、引き続き運営の支援をしてまいりたいと

考えております。 

産業振興関係では、昨年度、広島県の補助事業でハートフル農園支

援事業を活用し、甲田町、向原町の２カ所で実施した結果、障害者６

名の雇用が増えたわけでございます。 

また、市役所におきましても、本年度の職員採用計画で、障害の程

度が１級から６級までの方を対象に、若干名ではありますが、現在募

集をしており、来年４月１日の採用を考えておるところでございます。

いずれにいたしましても、障害者の就労については、景気の状況も含

めて、困難な面もございますが、これらに対応していくためには、行

政の福祉関係、商工労働関係はもちろん、ハローワーク、各企業と連

携しながら、支援する必要があると考えております。 

次に支援策の来年度の予算化についてのお尋ねでございます。少子
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化、高齢化の進行、家族形態の変化など福祉を取り巻く社会状況の変

化、福祉ニーズの多様化及び法律改正による福祉制度の変化、補助金

の削減等に伴い、近年の福祉施策は大きな変化を生じております。厳

しい状況下ではありますが、高齢者や障害者など日常生活を送るうえ

でさまざまな支援を必要とする人が、住み慣れた家庭や地域で、安心

した生活を送ることができるというのが施策の基本になると考えてお

ります。来年度の予算は、現在、財政状況を見極めながらの見積もり

段階でございますが、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画、現在

策定中の健康増進計画及び障害福祉計画などの各種計画と整合性を図

りながら編成を進めてまいりたいと考えております。 

いずれにいたしましても、福祉保健の基礎は健康づくりであると考

えており、市民の皆様が生涯をとおして健やかに暮らしていただける

よう、総合的な健康づくりを進めてまいりたいと考えております。ま

た、障害のある方もない方もみんなが誇りを持って心豊かに暮らすこ

とのできる安芸高田を目指して地域福祉においては、市民の相互扶助

を基本に、関係機関と緊密な連携をとり、できる限りの必要な支援を

行ってまいりたいと考えております。 

次に、安芸高田市役所組織構成についての質問でございます。 

機構改革のことについてでございますが、議員ご指摘のとおり、来

年度の退職予定者は、派遣期間の満了による退職者も含めて１６名に

のぼり、中でも、管理職は消防を含め１１名になり、いわゆる２００

７年問題が本市にも影響を及ぼすことになると言えます。退職によっ

て失われる、これまで培われてきた多くの技術やノウハウを、どのよ

うに継承していくかが、まさに今後問われることとなるわけでござい

ます。引き続きさまざまな研修を通して、こうした技術を補完しうる

人材を育成していきたいと考えております。このような職員数の減少

が進む一方で、県からの事務権限移譲に伴う業務量が増えていくわけ

でございますが、これらに的確に対応するためには、簡素で効率的な

行政組織機構の再編整備が必要不可欠になります。組織機構の見直し

については、本庁と支所の役割を明確にしたうえ、円滑な行政運営が

行えるよう体制整備を図る必要があると同時に、重要施策に対応でき

る組織のあり方についても検討を重ねているところでございます。ま

た、新庁舎への入居も視野に入れ、段階的に再編を行う必要もあると

考えております。 

いずれにいたしましても、市民の皆さまの負託にこたえることので

きる、効率的かつ機能的な組織機構になるよう再編成を図る所存でご

ざいます。 

次に、管理職への女性登用についてのご質問でございますが、男女

共同参画社会の実現のため、男女を問わずその能力を最大限に活用し、

今日の少子高齢化・社会経済の成熟化などに対応し豊かで活力ある社

会を構築していくことは最重要課題の一つであります。とりわけ、政
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策・方針決定過程への女性の参画は、男女共同参画社会の実現の基盤

をなすものであり、女性職員の登用の拡大に率先して取り組む必要が

あります。本市における現状でございますが、現在、管理職の女性職

員は５名でございます。今後におきましては、冒頭申し上げました観

点から、女性職員の登用・職域拡大及び能力開発等の取り組みを行う

よう努力する所存でございます。 

以上で、明木議員のご質問にお答えをさせていただきました。 

○松 浦 議 長   以上で、答弁を終わります。 

再質問がありますか。 

○明 木 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   １番 明木一悦君。 

○明 木 議 員   再質問の前に、今市長の方で、健全化についてもう少しお答えがで

きると言われたんですけど、それは第２回目の質問として指定しては

いけないんでしょうか。 

○松 浦 議 長   答弁漏れがあったんですね。 

○児 玉 市 長   再質問があった場合には、また詳しいお答えをしたいという意味で

ございます。 

○明 木 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   １番 明木一悦君。 

○明 木 議 員   与えられた回数は３回しかないわけです。その中で答えていただけ

るものはすべて答えていただきたいです。 

○松 浦 議 長   １回目に対する答弁の質問をお願いいたします。 

○児 玉 市 長   できるだけ詳しい答弁をさせていただきたいと思います。 

○松 浦 議 長   再質問ありますね。 

○明 木 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   １番 明木一悦君。 

○明 木 議 員   それでは、まず財政健全化について再質問をさせていただきたいと

思います。 

これまで市長の答弁いろいろいただいております。また、１７年度

の決算委員会が先日行われまして、その中で執行部からの答弁等であ

ったわけですけど、常に財政健全化については削減、削減という言葉

が多いわけですね。それではやはり若者、それどころか高齢者の方に

とっても削減されていけばどんどんどんどん負担増になる、というこ

とが考えられて、だんだん魅力のない町になってくるんじゃないかな

というふうに考えられるわけです。そうなれば人口流失が起こるので

はないでしょうか。今日もちょうど非常にタイムリーに今朝の中国新

聞にあったんですけど、こちら、夕張の件なんですけど、不安が募る

市民は市外へ転出続出というのが載っています。削減ばっかりしてい

て、入る者がなければ結局負担が上がっていくというわけですよね。

そのような市民の懸念をなくすためにも、今やらなければならないこ

とは今までも何度も私の質問の中でも言っていますけど、経済力のア
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ップ、自主財源を増やしていくことだというふうに考えるわけですね。

このたびの決算審査委員会におきましても、主要施策の成果に関する

説明では、全く成果報告にはなっておらず結果報告になっていたと思

います。成果報告であれば、やはり数字的にこれだけの経費でこれだ

けの成果が出た、確かにそれですべてが表されるものではないとは思

いますけど、表せるところは表していくべきじゃないかなというふう

に考えるわけです。それに対して、今後はどのような取り組みが必要

であるということがやはり報告として上がってくるのが必要なんじゃ

ないでしょうか。これではどこを削減しても、どこを増やしていって

いいのか、財政改革、財政の健全化について議員の使命としての行政

チェックが非常にやりにくい状況にあります。やはり、このような行

政財政改革の一環としての取り組みがどんどんどんどん推進されてい

かないといけないのではないかなと考えます。それが財政の健全化に

つながってくるんではないかなと考えるわけですね。確かに市長が言

われましたように、答弁にありましたように、まず住民サービスの向

上が一番であり、その中で健全化政策が行われていく、それは目的じ

ゃないんじゃと言われましたけども、しかし、健全化が行われない限

り向上もできないということはあると思うんですね。で、いくつかの

団体等、自治体団体等も視察研修等行かせていただいていますけど、

その中でも財政健全化というのを目的にして取り組んでいるところは、

結構あると思います。それが最終的に住民のサービスの向上につなが

っていくんではないかなと考えます。今回の決算におきましても監査

委員会の報告書の中にあるわけですけど、最終予算の適正な計上、厳

しい財政状況化において、精度の高い積算を行うこと、滞納整理の強

化、これは専門的で広角的な事務の執行が必要であると、また、業務

委託に係る随意契約の見直しについては、契約の透明性や公平性を確

保し、限りなく競争入札への移行、本市における財政状況は財政力指

数や経常収支比率、公債費比率等の推移から見ると非常に危険内容に

達していると。財政は見直しますます厳しくなってきておると、その

中でやはり安芸高田市行政改革大綱の改革集中プランを内容を高め、

加速されることが必要であると要望されているわけでございます。そ

ういう中、やはり財政集中計画、これから行っていかないといけない、

常に加速していかないといけないわけですけど、１８年度も残すとこ

ろ少ししかありません。１９年度に向けて政策的にどのように取り組

まれるのか、もう一度市長にお伺いするところです。 

続いて、福祉政策についてですけど、確かにいろいろと取り組まれ

ております。そういう中で、しかしながら雇用拡大については負担は

増ということできとるわけですけど、もっともっと観点を変えて見る

と負担が増している、収入を増やさないといけない、雇用の拡大をし

てきた、そういう施策を取ってきていますというような答弁をいただ

いたわけですけど、例えば雇用の対応がすぐにできないのであれば、
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考えられることとして、先日も福祉保健部長の方にお渡ししている資

料ですけれども、障害者自立支援法の上限の県内の市町の比較表があ

ります。この中で、例えば福山市はすべてを合算して負担減にしてい

るという考え方も行っておるわけです。各市町、違う取り組みをされ

ているわけです。同じように国から来たからと言ってそれをのむんで

はなく、その市でできる可能性がある、対応ができるものであれば安

芸高田市においても可能じゃないかなと考えます。例えばそれが財政

難であり、市にとっては非常に負担がかかることであれば、その障害

者自立支援法が見直しされているわけですし、障害者の負担を低減化

されている方向に向かっているわけですけど、時限立法的な対応とし

て、そういうことも可能ではないかというふうに考えますけれども、

どのようにお考えでしょうか。 

安芸高田市の組織機構について再質問いたします。組織を考える上

で、たしかにスリム化をどんどんしていかないといけない、また、効

率かつ機能的にしないといけないというのはよくわかります。じゃあ、

この組織を考える中で視察に伺った市があります。そこの市における

研修で学んだことは、市長といろいろと意見交換させていただいたわ

けですけど、組織機構を考える中で専門性を持った人材を適材適所に

使うことが大切であり、窓際族を１年ほど置くような考え方はやはり

市にとっては経営していく上で、一番無駄が生じるという意見をもら

いました。やはり今後部署トップの人事登用については、経験有り、

知識、専門性を養われた者をせめて同じ部署に３年から５年登用して

いくことが組織の連携また構築できる施策が実行できるんではないか

なとお話をいただきました。それはそういう中で今後、組織機構改革

を行っていく上で、やはり市民サービスにつなげていくためには今の

ような考え方が必要ではないかなと考えますが、市長はどのようにお

考えでしょうか。お伺いするところです。 

○松 浦 議 長   以上の再質問に答弁を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   最初の財政の健全化をどのようにするかというお尋ねでございます。 

同じような規模の市と比べますと合併した市町村というのはどうし

ても膨らんだものを一緒に寄せ集めたと、こういうこともございまし

て、そこらをできるだけ早くスリムにしていくということが急がれる

課題でございます。しかも、財政的には合併前のそれぞれの起債等を

全部持ち込んだと、こういうようなこともあって標準的な市の財政か

ら見ると、これは合併した市町村というのはどうしてもそういう点の

無理がきております。したがって、これを早くスリムにしていくとい

うことが一番大事なことであろうかと思います。しかし住民の皆さん

のサービスを落とすわけにはいかんと、先ほどご指摘のこともありま

す。したがって、二律背反のことを我々がやり通していかないといけ

んという責任がありますし、我々の仕事であろうと、このように思う
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わけでございます。新聞等で北海道の夕張市の状況が象徴的に市町村

の財政を表しておるというわけでございますが、下手をするといつや

はり夕張のような状況になるかもわからない、そういう要素をどこの

市町村も抱えております。そのようにならないように我々は今のうち

から徹底的な合理化の手を打つ。ご存じのように夕張のような指定団

体になりますと、今は全国地方税というのは一律の率しかないわけで

ございますが、地方税ももう全国の平均以上に上げてもいいと、上げ

にゃあいけんという国の指導が来るわけです。結局税金も夕張の人は

高く払わにゃいけんという問題。あるいはいろいろな手数料、水道料、

下水料、そういうものも上げてもいいと、できるだけ早く財政再建で

きるように上げてもいいという、そういう指示が国から来るわけでご

ざいまして、この間もテレビを見ていますとこんな町には住みたくな

いということで、本当に住民の皆さんも苦渋の選択をしておると。そ

のようにならんように今我々も全国自治体が努力をしておると、こう

いうのが実態でございます。できるだけ事業量も減しながらスリムな

行政をやっていくというのが課題でございまして、やはり今削らにゃ

いけんのは人件費をどのようにして減していくか、それから扶助費を

どのように減していくかと、そういうことしか削るところはなくなっ

たということでございます。特に人件費の問題については現在合併以

来、５３人退職をしておりますが、一人も補充はしておりません。今

後とも恐らくまだもう１００人減す必要があろうというふうに考えて

おりますが、恐らくここ４、５年は新規の補充というのはできないよ

うな状況であります。そういう中で我々はどのように住民のサービス

を落とさんようにするか、しかもその間に分権の仕事は段々増えてく

る、こういうような状況であるわけでございまして、そういう点につ

いては議会の皆さんも十分ご承知でございますので、ひとつ今後とも

ご協力を賜りたいとこのように思うわけでございます。 

それから福祉の問題でございますが、いわゆる障害者自立支援法、

これは、私は国の政策の改悪であるというふうに考えて、本当に弱い

人にしわ寄せがよっているということであります。全国の市町村の地

方６団体があるわけでございますが、これも自立支援法については早

急に国の制度そのものを見直してもらいたいと、結局は国の制度がそ

うなったために被害は地方の厳しい財政の中にこれがかぶさってきた

と、こういうことでありまして、財政的にゆとりのある１、２の県内

でも市長は市ではその施策を補っておられるようでございますが、な

かなか今のように夕張に近い財政状況の中で、それじゃあ単市で物を

出すかという、そういう問題の決断というのは非常に難しい状況にな

ってきておるわけでございまして、今後とも議会の皆さんのお知恵を

借りながら、福祉の後退が起こらんようにするにはどうしたらいいか

ということの知恵をしぼっていきたいとこのように考えております。

今、組織機構の問題でありますが、現在来年度の機構改革をどのよう
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にするかと、人員が減る中で、しかも分権という仕事が増えていく中

でどのように能率のいい仕事をしていくかということを今、検討中で

ございますので、ご指摘のとおり適正な合理化を今図っていきたいと

このように考えておるところでございます。 

【Ｐ８７ 市長訂正発言】 

午前中の明木議員さんからの障害者福祉行政施策についてのご質問

でございます。 

再質問の答弁にありました、障害者自立支援法に伴います文言の中

で、私がこの支援法は悪法と申したようでございます。私は余り好ま

しい法律ではないというように思っておりますが、この発言は不適切

であるというように考えますので、答弁の訂正をさせていただきたい

と思います。 

○松 浦 議 長   もう一点。 

市長、もう一点組織のことについての質問も。 

○児 玉 市 長   もう一点、組織機構の問題についてはご指摘のとおり来年度に向け

て、今合理化の検討をしておるところでございます。 

○松 浦 議 長   以上で、再質問の答弁を終わります。 

再々質問。 

１番 明木一悦君。 

○明 木 議 員   はい。最後にもう一度財政健全化についてお伺いするところですけ

ど、先日の決算委員会におきましても２２年、２３年度が安芸高田市

にとっては起債、返還、簡単に言えばローン、借金の返済が一番増え

る年になってくるということで、安芸高田市における財政が本当に厳

しい状況になる時期だというふうに答弁をいただいております。その

時には本当に事業もできなくなってしまう懸念さえもあるわけですね。

そうすれば市内の経済は冷え込み、市民への負担もどんどん増えてく

ると考えられます。この時期を迎えるにあたって、また、この時期ど

のような政策を市長としてはとって、乗り越えようというふうに考え

られているのか答弁をいただきたいと思います。 

以上で私の質問を終わります。 

○松 浦 議 長   以上の再々質問に答弁を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   今、明木議員ご指摘のように平成２２年、２３年が一番財政の厳し

いピークになるわけでございます。ご指摘のとおりでございます。で、

この時期をどのように乗り切っていくかということであります。何も

事業ができんようになるんではないかと、こういう心配もあるわけで

ございますが、そのようにならないように今のうちから合理化に手を

つけていくと、こういうことで平成２２年、２３年の財政のピークを

今のうちから手を打ちながら、乗り切っていきたいと、こういうこと

で、今、一つひとつ事業の見直し等もやっておるところでございます。 

○松 浦 議 長   以上で、明木一悦君の質問を終わります。 
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この際、１１時まで休憩をいたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前 １０時４７分 休憩 

午前 １１時００分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

続いて通告がありますので、発言を許します。 

２０番 亀岡等君。 

○亀 岡 議 員   はい、議長。 

○松 浦 議 長   はい。 

○亀 岡 議 員   亀岡等でございます。時間の関係もございますので、極めて簡潔に

やりたいと思っております。 

通告の１点目と３点目は見解を問うにとどめたいと思っておるわけ

でございますが、通告の３点について市長に質問を行います。 

まず初めに農業問題についてでございますが、来年度より国は国の

示しておる基準面積を経営する、いわゆる担い手農家に限定して補助

施策を集中すると、そうした農政を推進するとしております。これが

多面積収集の困難な当地帯にとって、いかに不合理であろうとも受け

止めざるを得ない状況となっておるわけでございます。そこで次の点

について対策を尋ねます。 

その１は担い手農家、これは農業法人多面積集積の営農組織等含む

ということになると思うのですが、これをどう育成していくのか。そ

の２といたしましては担い手農家への市としての支援策はどうするの

か。その３といたしましては農道舗装についてでございます。これに

つきましては去る９月議会で大筋は示されておりますように、担い手

農家関係以外の地域の農道舗装には補助事業はないということであり

まして、そうした取り残される関係の農道は今後どうしていくのか。

まちとしての対策ができるのかどうかについて尋ねます。 

２番目は市民に通じ合える施策の推進をということで、質問を行い

ます。 

現在、本市では財政難を理由に増税を初め、各種の補助金削減や廃

止、それらに伴う負担増など、市民に厳しい市政が進められておりま

すが、半面市自体が行う事業については、財政難と思えない考え方で

計画をされているものもございます。例を挙げますと民間でできる事

業を市で実施するとか、県が赤字運営の困難から廃止する事業を引き

継ぐなど、まさに財政の豊かな余裕のある考え方でありまして、どう

見ましても財政難の中での考え方だとは理解できません。これでは財

政の現況や今進められている行政改革にも反しており、このままでは

市民の理解や共感は得られがたいのではないかと思うわけであります。

今後本市の財政が厳しい状況で推移していくことが予測される中、真

に財政難の認識に立つのであれば、市として自らの行政行為に厳しい
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姿を示すことが肝要でございます。この際、指摘しておりますような

方針や計画は思い切って検討し直すべきではないかと考えますがいか

がでしょうか。 

３番目は協働のまちづくりについてということで伺います。本市は

人輝く安芸高田とともに市民の協働のまちづくりを市政の重要な柱と

されております。しかし、これがいざ実際の場面になりますと、行政

の考え方や都合が優先され、どちらかというと一方的に進められてい

く状況がございます。本市が掲げている協働のまちづくりとはどのよ

うな理念のもとに、どのように実行されていかれるのか、改めて伺い

ます。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   はい、議長。 

○松 浦 議 長   はい。 

○児 玉 市 長   ただいまの亀岡議員のご質問にお答えをいたします。 

担い手農家の育成と支援策についてのお尋ねでございますが、ご指

摘のとおり、国は来年度から認定農業者や農業生産法人等の、いわゆ

る担い手を中心とした施策に集中させる方針でございます。また、広

島県におきましても、特に農業生産法人に特化した事業を中心とした

支援に転換をして来ております。担い手の育成は、旧６町時代、それ

ぞれ地域実態に合わせて取り組まれておりましたが、合併後、新市に

おいては、これを重点施策として位置づけ、農業振興を推進してまい

りました。今後におきましても、本市の農業生産活動や農地保全活動

の持続のためには、これまで同様大規模農家、地域営農集団、農業生

産法人等の担い手の役割は重要であり、小規模農家、兼業農家、高齢

者や女性などの役割分担により、地域全体で支える農業を推進してま

いりたいと考えております。担い手等への支援策につきましては、こ

れまで、水稲を中心とした施策に取り組んでまいりましたが、経営安

定の面から水稲と野菜等の複合経営への支援に取り組んでまいりたい

と考えております。 

次に、農道舗装についてのお尋ねでございますが、農道の舗装整備

につきましては、ご承知のとおり、県費補助金を受けて今まで取り組

んでまいりました。本市の財政状況を考えますと、基本的には、これ

までと同様に県の補助制度を活用しての計画的な整備に取り組んでま

いりたいと考えております。しかしながら、県費補助事業が、農業生

産法人に特化した事業要件となっておりますことから、実施事業量の

面では、ある程度の縮小は、やむを得ない。そのような状況が起こっ

ております。議員ご指摘のとおりでございます。今後とも補助金の獲

得に務め、事業の推進を図ってまいりたいと、このように考えており

ます。 
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次に、市民に通じ合える施策の推進というお尋ねでございますが、

本市の財政状況につきましては、先の答弁で申し上げておりますとお

り、年ごとに硬直化が進行し、楽観できない状況にあることは事実で

ございます。バブル崩壊以降、長期の景気低迷や急速な高齢化による

税収の減少、三位一体改革による交付税制度の見直しなど、地域間格

差の拡大の中で、本市においても自主財源の不足は現実のこととなっ

ております。こうした中で、旧町時代からの継続事業を中心に、新市

建設計画の主要事業など、課題となっておりますものについては、そ

の都度、市民の皆さんのご意見を聞く、あるいは議会のご支援と同意

を得ながら、鋭意進めて来たところでございますし、今後も財政の許

す限り実施をしてまいりたいと考えております。また、新市発足後、

新たに課題となった事業など関係機関と連携の上で、逐一議会に報告

すると同時に市民の皆さんに広く情報を公開する中で、コンセンサス

を得ながら進めさせていただきたいと考えております。今後も、主体

は市民の皆さんであるということと、住民自治のまちづくりを念頭に

置きながら、現在の最大の課題であります行財政改革の歩みを止める

ことなく、様々な取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

次に、協働のまちづくりについてでございますが、安芸高田市は住

民自治組織を基本にした協働のまちづくりを推進しております。安芸

高田市における協働のまちづくりとは、市民や市民の自主的な住民自

治組織と行政が、それぞれ主体的かつ連携して進めるまちづくりのあ

り方を表現したものでございます。市民の行政参画を促す場としても

機能するものです。このため、安芸高田市においては、住民自治組織

を育成し、それぞれの地域において、協働の地域づくりを進めるとと

もに、住民自治活動の中で明らかになった課題を行政の施策や事業に

反映するシステムとして、まちづくり委員会を設置したところです。

合併以来の住民自治組織やまちづくり委員会の活動を見させていただ

きますと、一定の成果を挙げつつあると考えております。議員ご指摘

の行政側の考え方を優先し一方的に進めているのでは、についてであ

りますが、行政が行う施策や事業は、まちづくり委員会や審議会等で

あらかじめ市民の意見をいただいて具体化していく場合と、特定の事

業については、執行部が計画を策定いたしまして、市民の代表である

議会でしっかりとした議論をいただいて具体化していくものでござい

ます。このような場合には、事業の実施に当たっては、行政は市民の

皆様に対してしっかりとした説明をする必要、いわゆる説明責任が特

に求められると考えています。行政としては、あくまで議会での議論

を踏まえて、市民の皆様にご理解をいただくものであり、何ら行政の

考え方を優先して一方的に押しつけるといったようなことは、我々も

できるだけ避けてまいりたいとこのように考えております。 

○松 浦 議 長   亀岡君、答弁漏れはありませんか。 

以上で答弁を終わります。 



 80 

再質問がありますか。 

２０番 亀岡等君。 

○亀 岡 議 員   再質問を行います。 

農業問題につきましては、農道舗装の件について行います。 

まず、この担い手農家等に関係しない地域の農道舗装、これについ

ては答弁を聞いておりますと、やはり具体的にはどうしようもないん

だということではないかと思うんですね。努力はしっかりしていくと

言われますが、先ほどからありますように財政困難な中、本当に補助

政策のないところに市独自の投資をして、それができるのかできない

のか、そこが自らできないということになるんではないかと思うんで

すが、行政として、それはできませんということはなかなか言い切れ

ないことでございまして、非常に苦しいところではないかと思うわけ

であります。私はこれに関係しまして申し上げたいことは、実は農道

舗装の事業は特にほ場整備事業をやった地域を主にこれまで実施され

てきたと、いうふうに見ております。言うまでもなく、ほ場整備事業

はそれぞれの農家が持ち合わせておる農用地を一応投げ出して、新た

に一枚一枚の田んぼを区画整理し、それに農道、水路を整備して、い

ずれの農用地条件をも同一なものにしている。農業経営がやりやすい、

そういう状態にしていくというものがほ場整備事業の大きな特長であ

り、特典であったというふうに考えますが、これに実は今日格差を生

んでおる。これが農道舗装の問題であります。もともと行政は行政の

施策として農道舗装を進めてきたわけでありますが、意図的に決して

格差を生むような状態を進めてきたわけじゃございません。先ほど来

ありますように財政の困難の中からできるだけ多くの事業を済ませて

いきたいという形で取り組んでおるわけですが、実際には行政が進め

てきた結果が今日の格差を生んでおると思うんですね。要するに行政

はこの農道整備には、最後まで責任を持ってやっていかにゃいけんと

いう立場があると思うわけであります。舗装が済んでいるところはス

リッパでもっても歩かれる。歩かれるが場所によっては農道の中を草

刈りをせにゃいけんというような状態もあるわけです。こういう状態

であってはですね、今後農家の一体感を図り、できるだけ面積集積を

行い、時の農政にふさわしい状態を構築していくにも、農家自体の間

に農家同士の間に格差があり、そこに一体化できない要因をつくって

いると見ることができると思うわけです。そこで、具体的に着々とそ

うした関係農道の都合ができないというのであれば、私は協働のまち

づくりの立場から、このほ場整備事業の主旨に基づいて、市の方がそ

の工区に入っていって、まずは、ほ場整備事業の行われたそのやり方、

そこに立ち戻って、お互いの農家がほ場整備をやったときのような負

担の見方をして、負担の出し方をして、そうして事業を進めていくと、

こういうことが私は必要ではないかと思うんですね。これまでにでき

とります農道の舗装は受益者の負担が全くないもの、あるいは中山間
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地域の直接交付金で、これを通じてできておる舗装、そういったもの

もあるわけでございますが、それらの負担の調整というものは、私は

その気になればしっかりとできると思うんです。なりますと、やはり

ほ場整備の本来のあり方をそこまで進めて取り組んでいく、そのこと

を促していくのはやはり私は市の行政ではないだろうか、このように

考えるわけですね。今、やはり農村でこのような不況に立っていると

きに農業者が心を一つにできる、それはやはり農業施策を通じてでき

ることではなかろうかと、私は考えるわけでありますが、この点につ

いて行政の方では、どのような考え方を持たれるのか、これをお伺い

したいと思います。 

２番目の質問に対しましては、これは質問の主旨を避けて問うてお

られるというふうに言わざるを得ないわけであります。私は財政難の

今日、民間ができる事業、これをどうして行政がやれるのか、それこ

そ民間に任すべきではないだろうか、そのことを問うておるわけです。

財政難を強調しても実際にやっている事業が行政でなければできない、

そういう事業ではないんですよね。そういうものが実際にあるわけで

すから、私はこのことをもう一回検討し直すべきではないかと、その

ことを主に問うているわけですね。ここのところを避けておられるの

で、これはひとつ本当に再検討するのか、いや、しないと、そのまま

やっていくというお考えなんです。先ほど来ございましたように、財

政は本当に困難な局面にたっておると。来年度予算編成にも６億６，

７００万円ですか、財源不足がある。引き続いて年々５億から８億円

の財源不足が予想されるというような厳しいお話しも先般ございまし

た。これが本当に厳しさを感じておられるんなら、私は行政がやらな

ければいけないのは、これから行政でなければできない分野、できな

い仕事。行政でなくてもできる仕事には市は手がけていかない。それ

くらいのやり方をしないと、どうして今の財政危機が乗り切れるのか。

私は、こういう行政が続けば続くほど行政に対する市民の要望という

のは先ほどもおっしゃっておりますから、ますます増えてくると思う

んですね。それに対して本当に行政の役割を果たしていけるのか、そ

ういうような財政状態を持続していけるのか。ここのところが非常に

重要だと思うわけです。夕張のことがさかんに言われておりますが、

今、夕張では我々の代表であった議会は何をしとったんかというよう

なことまで非常に厳しい声になっとるわけですね。私はこのことは、

市長も言われますように、夕張のことはよそ事じゃないんだと、常に

言われているわけですね。私どもはこうした生々しい夕張の状況を、

貴重な教訓として受け止め、本市においてただいまから直ちに早急に

取り組んでいかにゃあいけん、あるいは今やっておるところを見直さ

んといけないと、こういうふうに思うわけですね。県が財政難で廃止

するものを、よし、うちが引き受けてやろうと言えるほど財政本当に

豊かなんだろうか。これは市民から見て、とても財政難の中でそうい
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うことができるような整合性があるというふうには見られません。こ

ういった点を本気で考えを問いたいんですね。その辺、やはり一還し

てですね、このままでいくんだというふうにお考えなのかどうなのか

改めてお聞きしたいと思います。 

協働のまちづくりにつきましてはですね、見解だけをお聞きしてお

きたいと思っておりましたが、私は、言われることは非常に理想的だ

し、そのように文字も言葉でも表現されてきておるんですが、大事な

ことは市民の置かれておる立場に深い理解を持つと、こういったこと

が実際にその場に立ってそういう市政が貫かれてはいけない、確かに

説明も十分されますが、丁寧にされますけどもですね、私の見ている

限りではそれは行政が行おうとする方向性の中で精一杯やっておられ

る。それは必要なことですけども、それだけにとどまっとるんですね。

市民の側からこのようにしたらどうでしょうかと、ここのところをも

う一度再検討してみて下さい。というようなことに何ら応じられる姿

勢は見えておりません。さきもございましたが、協働のまちづくりは

住民の自治を旨とすると、ならば住民の意向というのは十分汲み上げ

て、吸収して物事に取りかかっていってくると、こういう姿勢が本当

の意味で貫かれておらなきゃいけないと思うんですね。私はなかなか

忘れようとして、よう忘れないんですが、６町合併前に美土里町にお

きましては４校の学校跡地対策、しっかり住民の皆さんでそれぞれ考

えて下さいということがあったわけです。しかし合併をしてみますと

持ち寄った起債残高と言いますか、当時、合併時点で４８０億であっ

たというように思っておりますが、そういうような状況の中でご承知

のように加えますと、滞納金ですね、７億１千万円ですかありますし、

そういう状況の中でこれはやっぱり早くどの程度ならできる、どの程

度で考えて下さいということを関係地域の住民に市側の意向を伝えな

いといけないんじゃないかということを、合併しました１６年６月議

会で言わせていただきました。しかし、なかなかそれが本気で受け止

められたのかどうかわかりませんが、一校跡地に３千万でやってくれ

というのは、それから約２年経った本年の当初予算議会であったわけ

ですね。その間、該当する地域の住民の方は本当に厳しい中を夜間何

十回という集まりをして、計画を立ってこられましたが、結局は３千

万ということで、また２年近く経った時点でそれをやりかえる。ある

いはとてもそういったことは簡単にできるわけじゃない。先延ばしに

しないといたし方ないというような事態も起きている地域もあるわけ

であります。やはり住民の立場に本当に真剣に立って、物事を取り組

んでいく。こういう姿勢が私は絶対に欠かせない大事なことである。

いかにこの決まりの条文や、また言っていただくことが立派であって

も、そのことが欠けていては物事が正常に成果を上げていくことはで

きないと思うわけであります。特に市民、住民の自治を尊重する立場

から言いますと、市側とそして、住民側とが決裂な状態までもってい
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って結果として是か非かは別として、そこまで持っていくというもの

は好ましくないんではないかと。それこそ行政の側は度量を大きく持

って本当に市民が何でも行政と意見を交わし合う、そういうことがで

きるという思いを持ち続けることができるように、そういう点をしっ

かり踏まえていくべきではないかというふうに思っておるところでご

ざいます。そういうことにつきましても再度ご意見をいただきたいと

思います。 

○松 浦 議 長   ただいまの質問の再質問について答弁を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   まず、最初の農業問題についてのお尋ねでございます。 

ほ場整備は農家のために行政が推進をしたものである、全くそのと

おりでございまして、今市内のほ場整備率というのは計画の９４％ぐ

らいまで今いっておるわけでございまして、大体ほ場整備はほぼ終わ

りに近づいたと、このように考えておるところでございます。特に農

道整備については、ほ場整備事業の中で幹線道路については事業の中

でできる方法もあったんで、そこらはそれぞれ合併前に事業でやられ

たところがほとんどであろうと思います。今残っておるところは、い

わゆる端々の農道が舗装をされておらないという問題が出ておるわけ

でございます。幹線的な農道もまだしてないところもそれぞれの合併

前の町の状況であると思いますが、基本的には幹線的なものについて

はほ場整備でできるということもありましたんで、その取り組みが大

分なされておると。しかし全部が全部、この舗装がなされておらない

というのが現実であります。したがって、市としては今まで単県の農

道舗装事業がございましたんで、この単県の農道舗装事業を利用しな

がら、一部市が負担して、農道整備をしてきたわけでございます。 

ところが平成１８年度、本年度県はこの農道舗装の基準を周辺に、

いわゆる認定農家の持っておる土地、あるいは集落法人の持っておる

土地が、その道路沿いになくては舗装は不可能という方針を県が出し

てきたわけであります。これは来年度からの新農政の中で県も市町村

も同じですが、農業の主体を認定農家、また集落法人に置くという、

これは国の農業政策が出ておるわけでございます。この国の出した農

業政策について、いい悪いという問題についてはさておきまして、我々

も決してこれは国の政策がいいとは思いません。しかし、国の政策と

して出てきておる。県はその政策を受けてそういう関係の土地が周辺

にないと農道舗装の対象にならんというのを出してきました。このこ

とは我々も大変不満でありまして、私は直接農政部長にも何でこんな

政策を今県が出してきたんだと、いうことを話しましたし、担当の課

長にもこれはおかしいじゃないかと、県は何を思っておるんかと、こ

ういうことも厳しく追及をいたしました。しかし、どうも県の本音と

いうのは、県が財政的に行き詰まったと。したがって、できるだけ単

県の事業は落としていきたい。それがやっぱり一番の本音のようでご
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ざいます。県も来年度からは公共工事については単県の持ち出しを３

５％減すという方針を既に出しております。３５％県が減しますとそ

れの補助事業がひっつきますので実際には事業量は半分になると。こ

ういうような厳しい県が施策を出してきております。そういうことで

県も背に腹はかえられんと、金がないなったというのが偽らざる本音

ではないかというように思います。しかし、障害者自立支援法と同じ

ように県やら国が、銭がなくなったけえいうて削られてそれを末端の

市町村に押しつけられるのは、我々としては本当に腹の立つことであ

るわけでございます。そういうことで、この間やかましく言うたんで

すが、どうも聞いてみますと実態は予算が余ったというのを、結局そ

ういうような認定農家とか農業法人がそこへ土地を持っとるところと

規制を出すとほとんどできんようなる、舗装が。いうのが実態である

ようであります。 

そういうことで、我々としては内々に知恵を出して、農道のほとり

に認定農家が借地をするとか、あるいは集落法人が農道の周辺の農家

の土地を借りてもらうとか、そういうような知恵をやはり出しながら、

県のそういう規則に合うような、そういうものを我々は知恵を出さん

といかんのじゃと、それしか方法はないと。まともにいきよったんじ

ゃあどうもならんと、こういうことで、現在もいろいろそういう知恵

を出して舗装をやってもらっておるところもあるわけでございます。  

そういうことで、それじゃあ市で何か制度を考えるというご意見も

あるわけでございますが、結局、国やら県のとばっちりを市が受ける

という、それじゃあ単市で補助金が組めるかというとなかなかそこら

は組めないというような実態があるわけでございまして、今後本当に

困っておるほ場整備後の問題について、我々もいい知恵があれば、ま

た議会の皆さんともご協議をしていきたいと、このように考えておる

ところでございます。 

それから２番目のご指摘の、これは少年自然の家のご指摘ではない

かというように具体的には思いますので、この問題についてお答えを

させていただきます。もし違ったら、後ほどご指摘を賜りたいという

ように思いますが、県が今までやってきた吉田少年自然の家を来年か

ら廃止するという問題は、これは議員の皆さん、ご承知のとおりであ

ります。利用者が２万５千人余りの今、年間、子どもの利用があるわ

けでございまして、その間２万５千の中で約１万人は安芸高田の子ど

もであるわけでございます。したがって、我々としてはこの機能をで

きるだけ残していきたいという気持ちがあるわけでありまして。そり

ゃ県がやめるんならおしまいですと言うてしまえばそれでいいんです

が、なかなか青少年の健全育成ということから言いますと、できれば

この機能を残したいと、多少縮小しても残したいという気持ちで今ま

で協議をさせていただきました。しかし、問題はやはり今まで３５年

間もほとんど改修をしていなかった施設でございますので、やるとい
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うことになると最低限の改修だけはやらにゃあいけんとこういうこと

でございます。したがって、県の方に教育委員会の方に最低限の改修

の費用だけは見てくれにゃいけん、それは県の責任だと、こういう話

をしておるところでございます。その話を今詰めておるところでござ

いまして、我々としても貴重な市費を持ち出して改修というようなこ

とについては、なかなか難しい点もありますので、できるだけそうい

う改修については県の方に負担をいただきたいと、こういうことで今

お願いをしています。運営についてはできるだけ経費が少なくて済む

ように、また第３セクター等に民間に委託できればそういう方向も考

えていきたい。このように考えておるわけでございます。 

ご指摘のように、本当に厳しい財政の中で福祉にしても教育にして

も戻りのない銭がやっぱり要るわけでございます。じゃあもうけにな

らんものは全部切り捨ててしまえということになれば、市としてもこ

れだけはやっぱりある程度費用がかかってもやらにゃあいけんという

ものも、特に教育とか福祉とかはもうけが戻ってこんという問題もあ

りますんで、それじゃあ行政の使命を果たせんじゃないかということ

もあるわけでございまして、いろいろ論議を賜りたいというように思

うわけでございますが、今後ともひとつ十分なご意見を聞かせていた

だきたいと、このように思うわけでございます。 

また、協働のまちづくりについてでございますが、我々はソフトの

面の一番大きな柱に住民と行政の協働のまちづくりということを掲げ

てきております。ハードな面はいずれは何年かすれば箱モノにしても

その他のハードにしてもできあがります。しかし、ハードだけできて

もやはり本当に豊かな地域にはならない。ソフトの充実が一番今後の

課題であるというように考えてたびたび申し上げておりますように、

住民と行政の協働のまちづくりをかけて、それぞれ地域振興会の自主

的な活動を中心に置きながら、住民活動をしてもらっておるわけでご

ざいまして、行政が一方的に住民に施策を押しつけると、そういうこ

とは私たちもできるだけ避けていきたいと、このように思うわけでご

ざいまして、先般も火葬場の関係の皆さんとお話しをさせていただき

ました。私は最後まで対話を続けていきたいと、一軒一軒でも私は歩

かせてもらうと、そういう話もさせていただいたわけでございます。

しかし、今は集落の組織としては戸別で歩くのはやめてくれと、こう

いうお話しもございますので、控えさせてもらいますが、最後にはや

っぱり私は一軒一軒歩かざるを得んと、市長がみずから歩いて行くと、

そういうことで住民の説得を図っていきたいと、このように考えてお

りますので、亀岡議員ご指摘のとおり、本当に住民との対話を最後ま

で大事にしていきたいとこのように考えております。 

○松 浦 議 長   以上で、再質問の答弁を終わります。 

再々質問ありますか。 

○亀 岡 議 員   議長。 
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○松 浦 議 長   ２０番 亀岡等君。 

○亀 岡 議 員   根本的にですね市長の言われることと、どこまでいってもかみ合わ

ないと思うんですね。短時間の議論では当然の事と思いますが、特に

最終的に１、２点指摘なりお伺いしておきたいと思います。私はもう

けにならないことをやるなと、そんなことは一言も言っていません。

少し苦言を呈し過ぎたので頭にきていただいたんかなという感じもい

たしますが、特に教育、福祉が大事だからこそ、民間でできることは

民間に任せましょうやと言っておるんですね。民間に任せる任せない

のところは何回お願いしても、お伺いしても答弁はありません。それ

はいたし方ないですね。今後ともしっかりそういった点は続けていき

たいと思いますが、いずれにいたしましても今計画しておることはそ

のとおりやるんだよということになると、私はやはり行政というのは

公平性を保つのが原則にありますので、今後広範な行政分野から民間

でもできることでも、行政でやってくれというような要望等が出た時

には今構想されているような、財政とは無関係のような、財政的に余

裕のあるようなやり方で広範な分野の行政にも対応されていかれるん

だろうか、そのことを一言お伺いして終わりたいと思います。 

以上です。 

○松 浦 議 長   ただいまの再々質問について答弁を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   民間委託をできる事業については民間委託というお話しでございま

す。亀岡議員さんと私は全く同感でございまして、今後民間に委託で

きる業務についてはできるだけ民間に委託しながら行政がスリムにな

っていくというのが、方向であろうとこのように考えておりますので、

今後議員さんといろいろお話しを詰めていい方向にしていきたいと、

このように考えております。 

○松 浦 議 長   以上で、亀岡等君の質問を終わります。 

この際、午後１時まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前 １１時５０分 休憩 

午後  １時００分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   時間が参りました。 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

ここで、市長から午前中の明木議員の質問の中での答弁の訂正の申

し出がありましたので、これを許します。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   午前中の明木議員さんからの障害者福祉行政施策についてのご質問

でございます。 

再質問の答弁にありました障害者自立支援法に伴います文言の中で、

私がこの支援法は悪法と申したようでございます。私は余り好ましい
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法律ではないというように思っておりますが、この発言は不適切であ

るというように考えますので、答弁の訂正をさせていただきたいと思

います。 

【上記の訂正部分は、Ｐ７６に括弧書きで記載】 

○松 浦 議 長   続いて通告がありますので、発言を許します。 

４番 加藤英伸君。 

○加 藤 議 員   新政会の加藤でございます。通告に基づき、大枠２つのことについ

て質問させていただきます。 

最初に税の徴収率の向上対策と滞納金の早期整理についてお伺いい

たします。前年度の決算でも明らかなように、保険税を含めて市税等

の滞納は累増の傾向にあり、これらの解消対策については議会や監査

委員からも強く指摘されているところであります。納税は市民にとっ

て大切な義務であります。財源不足の中で新市の建設計画に取り組ん

でいる安芸高田市においては、税の徴収率の向上対策、向上、滞納金

の整理、これはこれまで以上に真剣に取り組まなければならないと考

えます。そこで次の２点についてお伺いいたします。 

第１点目は、市長は税の徴収率の向上対策についてどのようなお考

えをお持ちなのか。また、市民の納税意識を向上させるためにはどん

なことが大切だとお考えか、お伺いいたします。 

次に２点目でございますが、この質問が滞納整理対策本部長で頑張

っておられます増元副市長にもお伺いいたします。１７年度決算で一

般会計、特別会計合わせて約７億の滞納金があります。一昨年滞納整

理対策本部が組織され、滞納金の収納に努力されていますが、その成

果が現れておりません。どこに問題があるのか昨年の反省と今後の対

策についてお伺いいたします。 

次にいじめの現状と対策についてお伺いいたします。 

今日いじめによる児童や生徒の悲惨な出来事は、新聞やテレビで毎

日のように報道されており、大きな社会問題になってきました。いじ

める側もいじめられる側もともに将来の日本を担う子どもたちである

だけに見逃すことのできない深刻な問題であります。本市においては

幸い大きな事件も発生しておりませんが、小中学校の実状について、

佐藤教育長に次の３点をお伺いします。 

まず１点目は、教育委員会では本市のいじめの実態を把握しておら

れるかどうか。把握しておられるのであれば、実態はどうなのか。ま

たそういった実態があれば、何らかの対策や指導をなされると考えま

すが、その効果と評価についてお伺いいたします。 

○松 浦 議 長   ただいまの４番加藤英伸君の質問について答弁を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   議長。 

○松 浦 議 長   はい。 

○児 玉 市 長   加藤議員の税の徴収率向上対策と滞納金の早期整理についてでござ
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います。お答えをします。 

まず、１点目の税の徴収率向上対策については、税の公平･公正等、

租税秩序の維持のため、徴収活動の基本方針として、滞納者自らの責

任で納付する自主納付制度の確立を図る取り組みが必要であると考え

ております。そのために対策本部を設置し、職員の意識改革を図る中

で、滞納者に対しても、戸別訪問や面談を基本として、自主納付の動

機づけに力点を置く活動を展開しているところでございます。具体的

には、市民の納税意欲の向上のためにも、納期の失念等の悪意のない

未納者については、その都度電話や戸別訪問を通じて、催告により納

期を厳守した納付指導を継続しております。また、失業･病気･事業不

振･倒産等の、自分だけの責任でない理由による滞納については、分割

納付や、法令による執行停止･納税の猶予等での対応を行っております。

さらに、納税意欲のない悪質未納者に対しては、市は必ず差し押さえ

を執行するという認識を持っていただくためにも、今後とも毅然とし

た差押処分を継続強化し、市としての強いメッセージを示していきた

いと考えております。 

次に、２点目のご質問ですが、ご指摘のように１７年度決算では、

滞納額として７億円余りが繰り越しとなりましたが、このうちの半分

に当たる額が、貸付金の不良債権でございます。この貸付金に対して

の課題でございまして、回収に苦慮しているところでございます。ご

質問のように平成１６年７月に増元副市長を本部長にした、市税等滞

納整理対策本部を立ち上げ、取り組みを強化しながら徴収業務に力を

注いでいるところでございます。今後、取り組み状況を見ながら、組

織体制の強化を図っていき、滞納整理の早期解消に努めていきたいと

考えております。平成 18年度の強化方針につきましては、本部長の増

元副市長の方から答弁をさせます。 

○松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 

副市長 増元正信君。 

○増 元 副 市 長   １７年度の決算でございますけども、過年度滞納分９，１００万円

余りを徴収をいたしましたが、平成１７年度の現年分の未収金が１億

５，５００万余り発生をいたしておりまして、その差額が増となりま

して、１８年度に繰り越しをされております。その差額分が増えてお

るという状況がございます。件数につきましても、年度当初滞納件数

は税におきましては約２千件ございます。それを１年間かけまして、

約半分の千件程度に減らすわけでございますが、現年分、新たに同数、

同件ぐらいが発生をしておるということで、件数につきましても年度

当初は２千件等が推移をいたしております。どこにその問題点がある

のかということでございますけど、本部を設置いたしまして、１６年

度、１７年度と取り組んでおりますけども、当初は過年度分、過年度

分の滞納について特に標準を合わせまして、その実態調査なり、徴収

を進めてきたところでございます。と言いますのは、過年度分を集中
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的に処理することによって、現年分に対しても一定の波及効果がある

のではないかと、そういう見通しのもとに取り組んできたわけでござ

いますが、１７年度の実績を見てみますとそうではないということで

ございまして、そこらの反省点から平成１８年度におきましては、過

年分、現年分、総合的に合わせて取り組むことが必要であると、強く

痛感いたしております。実際の活動につきましては、ただいま市長の

方から答弁ありましたように、納期の失念など悪意のない未納者、そ

して失業、病気、事業不振、倒産等々の事故の責任だけでない滞納者、

そして、３番目には税の滞納意志のない悪質な滞納者、この３つの分

類をいたしまして、それぞれに適切に対応していくということを地道

にやらせていただくということで、１８年度動かさせていただいてお

ります。ちなみに平成１８年度の上半期の滞納徴収実績は、４，５７

０万円余りとなっておりまして、平成１７年度のペースと大体同じと

いう状況になっております。今後下半期におきまして、さらに強化を

していかなくてはならないというふうに思っておりますが、現在のと

ころ、税の差し押さえ予告４３件、そのうち実際に差し押さえを執行

いたしましたのが、３１件でございまして、昨年は１７年度、２１件

であったと思いますが、差し押さえ件数増やしております。また、本

年１０月よりタイヤロック制度を導入をさせていただきました。現在

７０名近い滞納者より自主納付に応じるという波及効果も出ておりま

す。国保税につきましては、保険証の発給停止７５世帯、短期の保険

証書の発行９０世帯、これも昨年実績よりも増やしております。上水

道におきましては給水停止予告を４４１件、そのうち実際の給水停止

６９件執行させていただいております。引き続き悪質な滞納者に対し

ては、こういった法的な差し押さえ等、強化していくということで、

他の納税者に対しても波及効果を及ぼしていくということで、引き続

き取り組んでまいりたいと思っております。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 

教育長 佐藤勝君。 

○佐 藤 教 育 長   議長。 

○松 浦 議 長   はい。 

○佐 藤 教 育 長   ただいまの加藤議員のご質問にお答えをいたします。ご指摘のよう

に、現在、全国において、いじめにより児童生徒が自らの命を絶つと

いう大変痛ましい事件が相次いで発生し、大きな社会問題となってお

ります。市教育委員会といたしましては、いじめは反社会的な行為と

して絶対に許されないことであるという認識に立って、文部科学省か

らの通知の徹底を図るとともに、いじめの問題に対する基本的な捉え

方と早期発見・早期対応をはじめとした、いじめ問題の取り組みの徹

底について学校指導をしてきたところでございます。 

いじめの把握については、今回の事件を契機として学校教育課指導
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主事が小中１９校をすべて回り、担当者等からの状況聴取を行ってお

ります。さらに、児童生徒へのアンケート調査を実施し、校長会・教

頭会・生徒指導主事への指導を行ってまいりました。１１月に行った

子どものアンケート調査や担任等が把握した結果を総合しますと、１

１件、小学生６件、中学生５件の児童生徒が、最近、いじめにより悩

んでいることがわかりました。 

なお、これらの１１件のいじめに対する対応でございますが、既に

各学校において事実を確認した上で、各事実に対応した形で指導をし

ております。加害児童生徒に対する指導及び学級・学校での全体指導

等を行うとともに、被害児童生徒に対するケアを継続して実施をして

おります。また、保護者との連携も密にしながら取り組みを進めてお

ります。その結果、１１件のうち８件が解消に向かっていると報告を

受けております。取り組みの評価ということですが、いじめは巧妙で

あり、わかりにくいために、早期発見、早期対応が遅れるという課題

がございます。今後、複数の教職員がもつ子どもの情報を集めて組織

的に取り組んでいくと同時に、少しのいじめも見逃さないための教職

員の感性を磨くこと、日頃から学級においてきめ細かな仲間づくりに

取り組むことにより、いじめを生まない土壌づくりに努めていきたい

と考えております。 

なお、１２月４日に、可部にあります広島県芸北教育事務所に、学

校でのいじめを苦に１２月の７日・８日のいずれかの日に学校で自殺

するという差出人不明のはがきが届きました。学校は７日・８日には、

朝・昼・夕方、校内を巡視するとともに、児童生徒の様子に変化がな

いか注視し、同様に保護者も注視していただくよう呼びかけるなどの

緊急の取り組みを行いました。結果とすれば山県郡内、安芸高田市内

の小中学校の児童生徒が自殺という不幸な事態はありませんでした。

今後とも仲間づくりを通し、相手の立場に立って考えられる、心豊か

な子どもの育成に向けて一層努力いたしますとともに、またいじめの

早期発見、早期対応について指導の継続を進めてまいります。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

加藤君、答弁漏れはありませんか。 

再質問がありますか。 

４番 加藤英伸君。 

○加 藤 議 員   税の徴収率を上げていこうというときにちょうど今年から住民税、

国民保険税、それから介護保険料といったものが引き上げられるとい

うことになったわけですが、こういった状況も加わるということで、

遅延納付が増えるんではないかという心配もあるわけです。収入未済

が即滞納金になるわけではございませんが、行政コストに必要な大切

な資金でありますので、なるべく期限内に納付していただけるように

市民に理解していただくことが必要だと思うんですが、ただ広報とか
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市が発行するいろんなチラシみたいなものがあるんですが、そういっ

たものを利用して市民に納税意識言いますか、そういうことをちゃん

とお願いするようなこともされた方がいいんじゃないかと思っており

ます。 

それから滞納金の整理のことなんですが、滞納者にとっても考慮さ

れるべきことはあると思います。しかし、税金にしてもそれから貸付

金、使用料、利用料、そういったものにしてもそれなりの根拠なり、

約束があって、支払が伴わないということで滞納になっとるわけなの

で、できる可能な限り回収してもらう必要があると思っております。

それと滞納金の仕事ですけど、これは誰がやっても難しい、大変な仕

事だと思います。一部の管理職や担当者に任せて一生懸命やれとはっ

ぱをかけるだけではなかなか成果も上がりにくいと思いますし、滞納

金の整理という仕事柄から担当者にもそれなりのストレスもたまるで

しょうし、成果が上がらんと往々にして人間というのはマンネリ化い

いますか、そういうふうな方向に行きがちなのでそこらも考える必要

があると思います。実は先日１７年度の決算審査特別委員会におきま

して、同僚議員から滞納金の整理は全職員が当たるぐらいの気持ちで

やったらどうかというような提案もあったわけですが、それには内部

のいろいろな事情があってできないということであったんですが、た

だこれももうちょっと柔軟な考えで検討してみるという必要はあると

思うんです。これはよその自治体であった例なんですが、市の幹部職

員全員が年３回、滞納金整理強化月間を設け滞納整理に当たられたそ

うです。昼間はそれぞれ自分の仕事があるんで無理ですが、夜とか休

日に電話するなり、訪問するなりして、滞納者にお願いしたと。滞納

者にもそれなりの理由のある人もおられると思うんで、そこらも市の

幹部の人がよく聞いてみるということも、また滞納者の人が間違って

いればそれなりの回答をして理解してもらうということも必要になる

と思うんで、このことは本市としては検討されてみる必要があるかど

うかということについてお聞きします。 

○松 浦 議 長   ただいまの再質問に答弁を求めます。 

副市長 増元正信君。 

○増 元 副 市 長   まず最初に広報等、もう少し市民の皆さんに知らせるべきではない

かということでございまして、この点につきましてはもっと強化をし

てやっていかなければならない、というふうに思います。市の広報、

あるいはホームページ等も活用をしていけたらなあということは思っ

ておりますが、さらに検討を強化をさせていただきたいと思います。 

現年分の徴収をやはりもう少し力を入れていきたいと思っておりま

す。現在税の方も１３０件等々の分納誓約の約束をしながらも期限が

来てもいろんな理由の中で払えないというような実態も出てきており

まして、やはり地道に差し押さえまでいくのか、その前に納めていた

だけるのかといったようなことをもう少し地道にやっていく必要があ
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るんではないかなということを思います。また、確かに担当者の方は

市民の皆さんとのやりとりの中で非常にストレスを感じながら、しか

も使命を持って努力をしてくれております。滞納、差し押さえ等の実

行も少しでも多くやっていこうということで、手一杯の中で努力をし

てくれております。マンネリ化にならないように、また今後の組織の

あり方等についてももう少し工夫をする必要があるんではなかろうか

というふうに思っております。また、全職員による徴収、あるいは幹

部も含めて取り組んでいくということにつきましても、決算委員会で

はそのようなご回答申し上げたわけですけど、やはりもう少し発想の

転換をいたしまして、やはり全組織を上げてやるんだと、本部をつく

っただけではないんだということで、もう少し考えていきたいと思っ

ております。強微月間につきましては、我が市も出納閉鎖の５月、あ

るいはお盆前の８月、また年末の１２月、そして年度末を迎えます３

月という４回の月間を設け、職員含めて臨戸訪問等も強化してやらせ

ていただくということはやっておりますけども、それにどのような職

員が加わっていくのかといったようなことをもう少し研究をさせて今

後の取り組みにさせていただきたいというふうに思っております。 

以上です。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

再々質問ありますか。 

４番 加藤英伸君。 

○加 藤 議 員   滞納整理につきましては一生懸命やっていただいとると思いますが、

それは当然一生懸命やっていただかなきゃならんのですが、それと同

時に成果がないとどうしようもないんで、本部とされましても戦略な

り戦術をしっかりと考えて、これにあたっていただきたいと思ってお

ります。 

それと佐藤教育長にお伺いいたします。小学校、中学校の年代の子

どもというのは昔からちょっとしたケンカとかいじめというのはあっ

たと思うし、ずっと現代でもそういうことは起こり得ることだと思っ

ております。学校現場の先生に対しては感性を磨くようにというご指

導をされているようでございますが、先生方にもこういったことに出

くわしたときに慌てたり、判断を間違ったりというようなことのない

ように基本的なマニュアル的なものですね、そういったものが必要で

はないかと思うんですが、その辺どのようにお考えになっとるかお聞

きいたします。 

○松 浦 議 長   再々質問の答弁を求めます。 

教育長 佐藤勝君。 

○佐 藤 教 育 長   それでは、いじめはよく言われるんですが、昔からあったというこ 

とで、なぜ今頃いじめということで子どもたちが、みずからの命を絶

つんだろうかという話がよくございます。現実に簡単に言えば最近の

子どもは失敗経験とか大体小さいときから自分が思ったように生きら
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れるという生活をしておるんではないかなと思うんです。そういう中

で失敗経験とかその時どうクリアしていくかということをみずから経

験をしていないものですから、いじめがあったときにすぐ世をはかな

むということがあるだろうと思います。もう一つは、昔はいじめがあ

りましたら誰かが中に入ってもうやめなさいと言う者がおったと思う

んですが、最近はそういうことを言った者が今度は逆にいじめに遭う

というような状況がございまして、そのいじめの問題の解決について

は非常に難しいものがあるというのが事実でございます。 

それでどのようにすればいじめの実態がわかるんかということでご

ざいますが、県内のいろんないじめの問題についての実態調査をした

データがございます。それについて申し上げますと、いじめ発見のき

っかけは小学校を例で申し上げますと、一番は被害、児童・生徒がい

じめにあったということを先生に訴えて出ているのが一番多くござい

ます。小学校が２２．１％で中学校が３５．３％、高等学校が３８．

６％、トータルで言いましたら３２．６％といういじめの中でそうい

うふうなデータが出ております。さらに小学校で多いのが保護者でご

ざいまして４７．７％、中学校が２９．４％、高等学校が２１．１％、

合計で３２．６％。小学校の子どもで言えば、一番いじめの発見のき

っかけとなるのは保護者の方からの通報でわかるというのが一番多い。

中学校は被害を受けた児童生徒が申し出て発見ができるというのが一

番多いと。高等学校も被害を受けたいじめを受けた子どもの方から訴

えるのが多いと。やはり発達段階によって多少の違いがありますが、

大きなものと言えば保護者、被害児童生徒から、あるいは担任教師の

発見という順番になります。 

どのようなことについて気をつければいいかということで、いじめ

発見のチェックリストというものを研修の場には配っております。一

つの例を申し上げます。学校を休む、遅刻・早退をする、ぎりぎりに

登校してさっと下校する。浮かぬ顔、泣いたりしていつもと様子が違

う。洋服が破れたり、ボタンが取れたりして汚れたりする。そういう

ような一つの例を申し上げますと、そういう事例を挙げながら、子ど

もについてしっかり見て下さいということをお願いしとるわけであり

ます。ただ、学校だけでいじめを発見するというよりも先ほども発見

のきっかけのことで申し上げましたが、保護者の方からの通報も小学

校の方で多いということもございます。今、早寝・早起き・朝ご飯と

いうことを国全体で運動を進めております。やはり一日のうちに一回

は、何らかの形で子どもと保護者が一緒に生活する時間をとっていた

だいて、その中で子どもの変化に気がついていただいて、早期に学校

の方と連絡し、学校がわかったならば保護者の力も借りながら、ある

いは地域の皆さんの力も借りながら解決をして進めていくということ

についてこれからも一同取り組んでまいりたいと思います。今申し上

げたことは校長会、あるいは教頭会、あるいは学校の生徒指導担当者
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の声は、るる説明しておるところでございます。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   以上で、加藤英伸君の質問を終わります。 

続いて、通告がありますので発言を許します。 

８番 赤川三郎君。 

○赤 川 議 員   議長。８番。 

○松 浦 議 長   はい。 

○赤 川 議 員   ８番、新政会、赤川三郎でございます。さきに通告しております大

規模対策における、防災対策ということで２点について市長のお考え

をお尋ねいたします。 

本年９月１６日夕から１７日未明にかけて九州及び中国地方におい

て台風１３号の影響で大雨となり、大きな被害を残し去ったものでご

ざいます。安芸高田市内各地におきましても、今まで経験したことの

ない豪雨に見舞われ、また当日は深夜にかけての大雨で山崩れに伴う

民家の崩壊、また河川の増水により民家及び農地などへの浸水で大き

な被害を受けました。被害をお受けになられた方に心からお見舞いを

申し上げたいと思います。 

さて１点目の質問で、一斉急報システム施策の構築についてお伺い

いたします。大雨洪水警報発令中市の対策本部から自主避難や避難勧

告の指示が発令されました。一刻の時間も惜しむ災害時でございます。

取り組みは深夜にわたり大変ご努力をいただいて、大惨事は免れたよ

うな部分もあるわけでございます。しかし、一部の地域におきまして

情報伝達に問題があったと思います。情報が地域住民に迅速かつ的確

に伝わったのでしょうか。情報伝達の遅れで一命を失う危険性を含ん

でおります。今後いつ発生するか分からない自然災害から市民の生命

や財産を守るために、一日も早く安芸高田市内全域に一斉に情報伝達

ができる一斉急報システム施設の構築が急務であります。この件につ

きましてはこれまでも再三お伺いをしておりますが、市長のお考えを

お尋ねいたします。 

２点目の質問で、江の川水系排水樋門管理についてお伺いします。

豪雨により河川の水量が増す状況、また堤防内の水量が増す状況とい

ろいろあるわけでございます。樋門捜査員が堤防内の水量を排水調整

することによって、災害を防止、被害を最小限に抑えることができま

す。しかし、このたびの豪雨に対しては堤防内の水量を排除する樋門

捜査に一部調整ができず、多くの民家や農地等が浸水し被害が出てお

るのが事実であります。樋門管理につきましては、国土交通省管理樋

門が６１カ所、県管理樋門が８カ所、また占有許可をいただいての樋

門等々があるわけでございます。この樋門によっては管理を樋門操作

員として地元関係者に委託されているところでございます。今回の豪

雨に対する現状を踏まえた時、樋門捜作員への情報伝達や資質向上が

災害防止につながります。国土交通省など多くの樋門管理者について
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研修会など含めた取り組みが必要であると考えますが、市長のお考え

をお尋ねいたします。 

○松 浦 議 長   ただいまの赤川三郎君の質問に対し、答弁を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   はい、議長。 

○松 浦 議 長   はい。 

○児 玉 市 長   赤川議員さんの大規模災害に対する防災対策をどのように考えてお

るかというご質問でございます。大規模災害に対する防災対策につい

ての一斉急報システム施設構築のお尋ねでございますが、９月１６日

１７日未明にかけての台風１３号関連の豪雨は、１時間雨量が２０ミ

リから５５ミリと６時間連続の集中豪雨となり、八千代町、吉田町及

び甲田町を中心に内水の氾濫、中小河川による洪水、土砂災害が発生

いたしました。このような状況下で、災害対策本部及び各支部では、

早目の避難の呼びかけとして、気象情報や河川水位情報を含む内容で

自主避難の放送を行いました。また、吉田町の多治比川護岸決壊危険

の発生により、危険地区に対し有線放送により避難勧告を行いました

が、該当地区の有線加入率が低いため、消防団員の協力を得て、消防

団車両による広報による避難体制を合わせて行っていただきました。

当面は、現在の有線放送と車両等による避難呼びかけとともに、自主

防災会、自治会及び地域振興会等による避難伝達もお願いしたいと考

えております。現在の有線放送にかわる防災行政無線の設置に関しま

しては、今後のデジタル通信システムによる構築と八千代、向原の防

災行政無線とのデジタル機器や周波数の統一と多額の費用を要します。

現段階では、再整備の計画を市の長期計画に盛り込み総合的に検討し

て行く方針でございます。 

次に、江の川水系排水樋門管理についてのご質問でございます。先

ほどのご質問でもお答えしましたが、今回の雨はこれまでにない大雨

で国土交通省によりますと、３００年に１度降るかどうかの確率の豪

雨であったと聞いております。このため市内の吉田・八千代・甲田を

中心に家屋の浸水や土砂崩れによる家屋倒壊まで発生し、これまでに

ない大きな被害が発生をいたしました。また、議員ご指摘のように内

水排除の樋門操作が十分できず、一部の地域で住宅等の浸水が発生い

たしました。樋門の管理につきましては、それぞれ地域の樋門操作員

さんに委託し、河川の水位の状況によって、樋門操作をしていただい

ているところでありますが、今回の豪雨が予想を超えたもので、しか

も急激に本線が増水し、深夜であり大変厳しい危険の中で操作を行っ

ていただいたわけでございます。 

操作につきましては、それぞれの現場の状況にあわせて行っていた

だいているところでございますが、今回のような異常気象とも言える

集中豪雨は、これまでの経験が活用できないことも多くあったのでは

ないかということで、国土交通省三次河川国道事務所とも協議をいた
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しまして、去る１１月１４日に合同で樋門操作員の方の研修会を実施

したところでございます。 

今回の状況を踏まえ、今後におきましても樋門管理に一層万全を期

するため、三次河川国道事務所の指導と連携のもと、現地研修会を含

め研修を実施していきたいと考えております。 

なお、江の川本川の許可工作物として排水樋門が４ヵ所あります。

ほ場整備等の関連で設置されたもので地元管理でお願いしている現状

でございます。今後とも引き続きよろしくお願をいたしたいと思いま

すし、今回の大災害を契機に本線が溢れて、いわゆる内水が氾濫した

と、こういう余り経験のしたことのない被害がおきて、国道５４号線

も述べ８時間にわたって通行止めを来したと、こういう状況でありま

して、特に本線の江の川本水の浚渫、拡幅、低地型の排水ポンプの設

置、そういうものを今国土交通省の方へ市といたしまして、強力に要

望しておるところでございます。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

赤川君答弁漏れはありませんか。 

○赤 川 議 員   議長、なし。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

再質問がありますか。 

○赤 川 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   ８番 赤川三郎君。 

○赤 川 議 員   ただいまご答弁をいただいたわけですけども、この防災無線施策に

ついては今までも再三お伺いをしておりまして、今回もまたやるんか

い、防災の赤川じゃのと今まで聞き及んだわけですけど、災害という

のはいつどのような形であらわれるかわからないのが災害でございま

す。特に例を挙げて言いますと、今年度江の川水系におきましては、

本当に決壊寸前の箇所が数カ所あったわけでございます。それには行

政上げて努力をされて、防止に努められたわけでありますけど、そん

なことを思うときにやはり先ほど市長の答弁にもございましたように、

旧吉田町の多治比川下流高樋の地域でございますけど、あそこの堤防

が決壊したら、誰もが想像されるように大惨事になっていたに違いな

いということでございます。そういった形の中で、今回消防団あるい

は消防署上げて広報ということでございますが、市長が言われました

ように農協の有線放送につきましては、防災、防犯に使われておるわ

けでございますが、吉田、甲田、高宮、美土里の４町の中でも吉田町

が加入率が一番低い４４．７％の加入率でございます。また、甲田町

につきましては７３％の加入率ということでございますが、旧吉田町

でも少ない中で、また一番少ない旧吉田町がそのような事態に見舞わ

れたということでございます。そこで今まで一斉急報システムという

ことをしてきたわけでございますけど、例えば消防署には火災のサイ

レンはあっても水防のサイレンはないんだということでございますが、
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そういった密集している地域については防災野外のサイレン、あるい

はスピーカーの設置をいただきたいというように思うわけでございま

すが、この件について再度ご答弁いただきたいと思います。 

次に樋門管理でございますけれども、樋門管理につきましてはこの

安芸高田市内で江の川水系に伴う樋門は７０数ヵ所あろうかというよ

うに思います。この樋門管理につきましては先ほど言いましたように

地元の関係者に操作員として委託をされておるわけでございますが、

先ほど答弁の中に今回はこういった研修会をやったということでござ

いますけれども、ここで１件数字でお伺いしますが、この地元管理の

樋門を合わせて何門樋門があるのか。また１１月１４日に行われまし

た合同研修会で何人出席されてどのようなことをされたのか、ひとつ

お伺いしたいと思いますし、同時にこの樋門操作員につきましても定

年も何もないわけで、大変高齢化されまして、本当に昼でも危険なの

をましてや樋門操作というのは豪雨時期、あるいはまた夜間にかかわ

らずに操作していただくわけでございますので、高齢者の方には大変

危険性もあろうかというように思います。同時に先ほどの答弁の中に

もありましたように、本線４カ所の地元管理という樋門があるわけで

ございますが、それらも今までかつて研修会というのはないわけなん

ですね。やはり安心、安全は市民等しくやってほしいというように思

うときに樋門管理者につきましても、合同研修会を望むところでござ

います。そういった面も合わせて答弁をいただきたいと思います。 

○松 浦 議 長   以上、再質問の答弁を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   また後ほどそれぞれ担当の部長の方から、もうちょっと詳細にお答

えしたいと思いますが、防災の徹底ということについてはご指摘のよ

うに旧２町で防災無線、それからあとは有線ということでございまし

て、今後これをどのようにしていくかというのは大きな課題でござい

ます。今度改修する時には現在ある２町の防災も改修をしていく必要

があろうと、こういうようなことでございますし、合わせてあとの４

町に有線に変わるもの、防災無線をひくかという問題もあるわけでご

ざいまして、莫大な費用がかかるという問題がありますので、今後十

分検討していくように今検討中でございます。吉田町内の地元の緊急

の通報体制等について、またあるいは樋門の状況については、それぞ

れ担当部長の方からお答えをしていきたいと思います。 

○松 浦 議 長   ただいまの再質問に続いて説明を求めます。 

建設部長 金岡英雄君。 

○金岡建設部長   ただいまの再質問についてお答えさせていただきます。 

まず樋門の箇所数ですが、議員さんからの質問にもございましたよ

うに、いわゆる国の管理する樋門が６１カ所、県が８カ所、あといわ

ゆるほ場整備等でやられたのが４カ所というように把握をしておりま

す。それでそれにつきましては、いわゆる国土交通省、あるいは県の
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方から市に管理委託をされて、それに基づいて地元の操作員さんに委

託をさせていただいて、基本的には特に江の川水系につきましては国

の方の三次河川国道事務所からそれぞれ指示等があったり、直接あっ

たり、市にあったりということで、それに基づいて管理させていただ

いたのが現状であります。また、１１月４日の樋門操作、これは特に

国土交通省でございますので、６１カ所の操作員さん、正副の方にご

案内をさせていただきました。箇所で言いますと４１人の参加をいた

だいたということでございます。内容といたしましては既に災害等の

発生した後でございますので、今回の災害の気象状況とかいろんな現

状を踏まえて、今後どういう対応をすべきかという内容で国土交通省

と広島気象台の方で来ていただきまして、今回の分析また、過去の状

況等について話をしていただきました。全体に基づきまして先ほど市

長の方からもご答弁させていただきましたが、来年の雨季に向けては

早めに技術操作を、それぞれ経験を積まれた方が多くおられるんです

が、そういう状況の中で再度江の川の水位と内水排除の問題等につい

て研修をしたいということで、国の方からも言っていただいておりま

す。そういう中で先ほどございましたように、いわゆるほ場整備等で

やっておられるものにつきましても、担当部長とも協議をしているん

ですが、合同で、やはり同じ水系であるんで、合同で研修会をやって

いこうということで少し発生後の対応ということになりますが、そう

いう取り組みをさせていただきたいと考えております。 

以上であります。 

○松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 

総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   密集地におきますサイレン、またスピーカー等の情報伝達の関係で

ございます。ご承知いただきますように今回の集中豪雨につきまして

は、我々も経験のしたことない状況でございました。確かにご指摘い

ただきますように多治比川の護岸の決壊危険の発生によりまして、初

めて川向また、高樋地区１０４世帯であったろうと思いますけど、避

難勧告を行いました、ご指摘いただいておりますように当地域におき

ましては有線放送の加入率が非常に低いということで、まず嘱託員さ

んにその当時連絡をさせていただき、川向、高樋地区の、それと同時

に有線放送、また消防団の皆さんのご協力を得てその２地区に対して

避難の勧告をさせていただいた状況でございます。先ほどから市長の

方からいろいろこうした無線の整備につきましてはご説明ございまし

たように、今後こうした全体事業を見る場合に、非常に財政的な面も

考慮しながら全体の計画の中にある程度はめていかなければならない

んではなかろうかと考えております。当面、現在のそうした団員の皆

さんのご協力、また有線放送、また今後におきましてはサイレン等鳴

らすにしましても、何でサイレンを鳴らすのかというような状況の把

握がなかったら鳴らす意味がないと思いますので、当然このたびの災
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害を契機にある程度皆さんのところに、今回も吉田地域の振興会の方

にはご連絡させていただいておりますけども、自主防災組織のあり方

とか、やはりそういう地域からの体制をつくり上げる必要があるんで

はなかろうかと思っております。 

それともう一点、放流するときにはダムの方から放送をいたします。

確かに放送を利用するということも大事でございますんで、土師ダム

の事務所との方は市といたしましては連携をとるということで確認を

いたしております。今後はそういう実施までにおきましては、達した

面のそうした地域の皆さんのご協力を得ながら対応させていただきた

いと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

再々質問ありますか。 

○赤 川 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   ８番 赤川三郎君。 

○赤 川 議 員   今の防災無線のことにつきましては、過去にもいろいろと答弁をい

ただいたわけでございますけど、検討するということでございまして、

ある総務常任委員会では、吉田、甲田、高宮、美土里を整備すると２

３億ぐらいかかるということを聞き及んでおります。莫大な金額でご

ざいます。そうでなくしても、身近なところでできるそういった市民

にわかりやすいものを設置することも必要だろうというように思うわ

けでございますが、同時に私も消防団を長くやらしていただいた関係

で、やはり地域あるいは安芸高田市全域かもわかりませんけれども、

防災意識が薄いということは言えると思うんですね。特に今まで大き

な災害がなかったということもありますので、これから防災組織とか、

あるいは防災スピーカー、サイレン等についてやはり防災意識の高揚

を図っていくことも必要ではないかと考えます。ぜひともこの防災ス

ピーカーなりサイレンの整備をお願いしたいところでございます。 

また、もう１件の樋門操作のことでございますけれども、一応今答

弁いただきましたように、６１カ所の内に４３カ所出席をされたとい

うことで、非常に参加率も悪い中での研修ということでございますが、

これも過去にはあまり大きな被害がなかったという防災意識の欠落か

もわかりませんけれども、これは本当に必要なことでございますので、

同時にいい答弁もいただいたわけでございます。地元管理ということ

については全く今までそんな話もなかったわけですが、今後合同で研

修会をということについての答弁、本当にありがとうございました。 

また、排水についてでございますが、どうしても樋門排水の操作だ

けではどうにもならない地域があるわけですね。やはり強制排水装置

も必要になってこようというように思いますが、そこら当たりのご答

弁をいただいて、私の質問は終わります。 

○松 浦 議 長   ただいまの再々質問に答弁を求めます。 
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市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   ご指摘のように、今回の９月の大雨というのは本当に予想しない雨

が降ったということもございまして、特に窓口の担当、支所等につい

ては大混乱の中で本当に職員が辛苦をして対応をしてくれたというよ

うに思うわけでございます。やはり今回のような各地でそういう災害

が一気に起こるということになりますと、なかなか市としての全域の

対応も難しいですし、それぞれの小場小場で消防団の皆さんにも本当

にお世話になったわけでございますし、最後はやっぱり隣近所という

ことでございますので、そういう自治組織についても今後検討してい

く必要があろうと、組織づくりですね、いうように考えております。 

樋門の問題とそれから内水面の排除の問題については、これは共通

の問題がございまして、いくら樋門の操作をしても、もう本線が水位

が上がったらどうもならんという問題でございますので、現在固定式

な排水と、それともう一つは各河川でかなり土が堆積をしておると、

こういう問題がございますので、この堆積土の除去とそれからまだ予

定しておった河川の拡幅ができておらない地域もございます。そうい

うことでそこらを重点的に今、国土交通省と協議をしておるところで

ございます。 

○松 浦 議 長   以上で、赤川三郎君の質問を終わります。 

この際、１４時１５分まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後  ２時 ５分 休憩 

午後  ２時１５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

続いて、通告がありますので発言を許します。 

１３番 金行哲昭君。 

○金 行 議 員   はい。私は政友会の金行哲昭です。通告どおり３点質問させていた

だきます。安芸高田市の総合計画、企業誘致、自然災害について３点

でございます。 

まず初めに、安芸高田市総合計画でございますが、新市計画との整

合を図りつつ安芸高田市の今後の発展の方向、策の展開の方向を明ら

かにしたもので、本市において行財政運営は総合的かつ計画的に進め

ていく安芸高田市総合計画でございます。平成１７年度より平成２６

年の１０年間としてこの総合計画が出ております。それがこの本にび

っしり書いてございます。この安芸高田市総合計画ですが、本市の将

来像、その実現に向けた計画であり、その計画どおり実施が進んでい

るのか、我々市民と一緒にチェックする義務があり、また一緒に遂行

する義務もございます。そこで財政が非常に大変なときでございます

が、多くの市民の方のニーズに対応するためにも、適切な進行の管理

が必要と思います。そこでその進行の管理について総合計画のプラン
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の実施計画及び進捗状況の把握を年々していかなければいけないと思

いますが、そこらの把握はどう考えておるか市長にお聞きします。そ

れがまず１点でございます。 

２点目でございますが、これもやっぱり総合計画の一つでございま

す企業誘致でございます。企業誘致は今財政が厳しくございますので、

今さら企業誘致に銭使わなくてもいいじゃないかというご意見も私市

民の方と話してございますが、今だから、厳しいだからこういうこと

を考えながらやっていかなければならないんじゃないかと市長に問い

正すものでございます。過疎化、高齢化を進行する中で若者が地元に

定住し、結びつけるためにも企業誘致の推進が必要ではないでしょう

か。それにはその状況設定として、企業立地制度を考えたらいいと私

は提案するものでございます。そこらをどう思われておるかお聞きし

ます。 

３点目でございますが、３点目は自然災害でございます。自然災害

は今回の我々仲間が今も仲間が質問された災害、後からでも３人くら

いされますが、これは非常に安芸高田市の防災、災害について感心が

なくてはなし、やっていかなければいけないことだと思います。最近

の気象状況の変化により災害が突如起きてきます。消防団や行政マン

ではいろいろなことには手が届かないこともございます。また、災害

現場に行けない状況とか、情報の不備であるとか、食料の提供方法な

どいろいろあって、すぐ地元と個人が必要になってくるんじゃないで

しょうか。そこで私は地域防災組織が直ちに必要だと思うんです。さ

きの防災計画やいろんな計画が出ておりますが、計画倒れで終わらず

に、早急に地域防災を立ち上げなくてはならないんではと思います。

実は我々政友会は神戸の地震がありました。そういうことで災害につ

いて研修に行って参りました。そこの災害を受けられた方、またそこ

で助かった方のお話しを聞いてみますと、やはり災害は個人と地域が

かち合わなくちゃ解決ができないということを、その人たちから聞い

て参りました。そこで早急に地域組織が必要だと私は痛感しておる次

第でございます。その点市長どう考えておられますか。その考えを聞

きたいと思います。 

○松 浦 議 長   ただいまの金行議員の質問に対し答弁を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   議長。 

○松 浦 議 長   はい。 

○児 玉 市 長   金行議員さん安芸高田市の総合計画についてと、こういうご質問で

ございます。現在、前期５年間に実施する事業を精査いたしまして、

第１回目の財政推計を実施したところでございます。その結果により

ますと、毎年５億円から８億円の一般財源が不足するという結果にな

っております。この間の投資的経費は、毎年２０億円から３０億円を

見込んで計画をしておりますが、これに必要な一般財源は、２億円前
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後になっております。この数字を見てみますと、投資的事業を全く実

施しないで、安芸高田市の予算を経常経費だけにしても、毎年３億円

から６億円の財源が不足が生じ、基金を取り崩しても２・３年しかも

たないことを意味しております。つまり、何もしないでも実質収支が

赤字になることを意味しており、財源不足は、構造的な問題として深

刻になってきておるわけでございます。したがって、今後投資的事業

をさらに精査するとともに、義務的経費にも切り込み、その結果をも

とに財政推計を実施いたしまして、実効性のある実施計画と財政計画

に仕上げていきたいと考えております。 

次に、企業誘致にかかります助成制度についてのお尋ねでございま

す。現在、市内の工業団地内に 1 カ所の空き工場がございます。この

解消については、藤川副市長を中心に担当部が広島県企業立地推進室

とも連携をとりながら、鋭意努力をしているところでございます。ま

た、工業団地以外の地域につきましても、企業誘致の推進を図ること

は、雇用機会の確保、定住対策等重要な課題になってくるわけでござ

います。そのための、企業立地助成制度を現在それぞれ副市長、担当

部で今研究をしておるところで、まだ正式な案はできておりませんが、

考え方について後ほどご答弁をしていきたいと、このように考えてお

りまして、できるだけ早く１９年度からはこのような優遇制度も考え

ていかないとなかなか企業誘致が前に進まないと、こういうような状

況でございます。 

それから自然災害についてのご質問でございますが、全国各地で発

生していました集中豪雨による川の氾濫による浸水や、土砂災害によ

る家屋の倒壊・流失が当市でも９月の台風関連の集中豪雨により発生

をいたしました。このような状況では、早目の避難体制の確立が第一

と考えております。ご意見をいただいておりますように、安全な避難

場所への移動を自助、共助の立場から自主防災会や振興会単位での避

難体制の確立をお願いしたいと思います。自主防災組織の設立は危険

地域及び被災地域については特に緊急の課題でありますが、まずは、

地域での話し合いによりまして危険箇所の把握や避難経路、避難場所

などを含めた地域防災マップの作成により、災害時の連絡体制、避難

体制を含む日頃からの防災体制を地域から確立していただきたいと思

います。市内でも向原駅周辺の坂振興会では、以前からこの地域で防

災訓練をしておられまして、年に１度はそういう訓練をしながら炊き

出しまでしながら、かなり大規模な訓練をしておられます。そういう

実態が市内にもあるわけでございますので、どうしても近い範囲内で

の防災組織を立ち上げていく必要があろうと、このように考えておる

ところでございます。 

○松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 

産業振興部長 清水盤君。 

○清 水 産 業 振 興 部 長   それでは２番目のご質問の企業誘致の制度についての補足の答弁を
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させていただきます。 

現在、先ほど市長の方から答弁をいたしておりますように、具体的

な検討に入らせていただいております。内容的には県内の各市町の状

況を資料収集しながら、その中で安芸高田市の助成内容の検討を行っ

ております。内容的には企業等立地奨励金という一つの項目がござい

ます。これは固定資産税相当額を５年間奨励金として交付する内容で

ございます。それから雇用奨励金といたしまして、これは市内在住者

の雇用につき、１人当たり定額の助成を１回限り交付するという内容

でございます。また、施設整備奨励金、これは設備投資の５％を１回

限りで交付するという内容でございます。さらに土地取得奨励金とい

たしまして、一定規模以上の取得に対して土地代金の購入価格に対す

る５％以内の奨励金を交付するという、現在この４項目について、具

体的な検討に入っております。あと具体的な数字、金額等につきまし

て現在事務レベルで検討させていただいております。できるだけ早い

時期にこの内容で適用ができるよう、関係条例等の整備に取りかかっ

てまいりたいと思います。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   金行君、答弁漏れはありませんか。 

以上で答弁を終わります。 

再質問はありますか。 

○金 行 議 員   はい。 

○松 浦 議 長   １３番 金行哲昭君。 

○金 行 議 員   総合計画でございますが、総合計画は着実に実施計画に進んでいく

ということですが、計画倒れでもいけんし、計画したから無理して進

めていかにゃいけんというものでもございません。やっぱり市民の意

見を聞きながら、評価を受けながら、だが市民の言われるとおりに物

はできんということですが、そこらを整合性を踏まえながら見直しは

するとこはし、強引にいくところはいく、そういう指導力が必要だと

市長、思うんですよ。そこらを１点。その意気込みを。 

２点目の企業誘致でございます。なかなか具体的に出とるじゃあり

ませんか。これは感心なことです。早急に市長が言われたように１９

年度早々に、早くまとめてやる必要があると思います。その意気込み

を。やる、やらない、１９年度中に出す。 

それと自然災害でございますが、これはいろいろ同僚議員が出ます

から深くは言いませんが、この地域防災、非常に必要だと思いますよ。

これはすぐにこの計画、防災計画ちゃんと出ておりますね。これだけ

じゃなしに、実際に今市長が言われた向原は実際に動いております。

そこら十分担当課、担当部は聞き取りなどして実際につくってやって

いく必要があると思いますが、その意気込みを３点お聞きします。 

○松 浦 議 長   ただいまの再質問について答弁を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 
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○児 玉 市 長   企業誘致につきましては、合併前はそれぞれの町でいろんな施策を

とっておられたわけでございますが、合併後統一したものがなかった

と、こういうことで今までの経過等も踏まえながら先ほど部長が申し

上げましたような点について、今後具体的に１９年度にかけてご相談

をしていきたいと、このように考えておるところでございます。 

それから総合計画の問題でございますが、先ほど答弁いたしました

ように財政を見ながらやはり優先順位を決めていく必要があろうと、

今後そのように考えておるわけでございます。 

それから自然災害に対応する地域の組織でございますが、これはや

はりどうしても早く組織をつくっていく。実際にはなかなかできると

ころとできんところが出てくると思います。地域の状況によって。で

きるところからそういうのをやっていくと、もちろんこれは地域の消

防団ともいろいろ協議をしながらやらせてもらわにゃいけん問題であ

ると思いますので、ただ隣近所だけでつくったけえこういうわけにも

いかないというところがございますので、できるだけ関係組織と協議

しながらできるところからやっていきたいと、このように考えており

ます。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

再々質問がありますか。 

○金 行 議 員   はい。 

○松 浦 議 長   １３番 金行哲昭君。 

○金 行 議 員   総合計画は財政と考える。それはそうですね。今日の質問、明日も

質問これも総合計画の中身ですからね。総合計画の中に皆さんが問う

ているわけですけえ、そこらも精査し、やってもらやあいいと思いま

す、よく考え。その割にやっぱり私言ったように市民の意見を聞きな

がら、ヒアリングしながらやってもらいたいと思うんです。企業誘致

でございますが、全体のものを考えてやられるということですから、

これは市長、企業立地制度はやるということで私理解してもいいわけ

ですよね。それを後また答えて下さい。 

それと自然災害の分はそりゃ一遍にできんと思います。できるとこ

ろでいいんですよ。できるとこだけ早くやって、もう一つ提案としま

したら、防災対策基金など、考えたらあるいうたら、市民と行政が一

つになってその基金等々を考えてはそのときに何かあったら使えると

いうこともありますので、それも含めてできるところは早くやるんじ

ゃけ、早くいうのも総合的に考えてやってもらいたい。その２点を再

度でございますが、答弁を聞いて私の質問終わります。 

○松 浦 議 長   ただいまの再々質問に答弁を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   企業誘致の誘導施策でございますが、これについては１９年度から

実施できるように段取りを組んでいきたいと、このように考えており

ます。それから防災の問題についてはいろいろな地域がありますので
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難しい問題もありますが、防災基金という問題については初めてお聞

きをしましたんで、これは検討させていただきたいと思いますが、組

織そのものはできるところから、先ほど申し上げましたように、先進

地がございますので、市内にも、やっていきたいと思います。 

○松 浦 議 長   以上で、金行哲昭君の質問を終わります。 

続いて通告がありますので、発言を許します。 

１８番 玉川祐光君。 

○玉 川 議 員   １８番、新政会の玉川でございます。さきの通告に基づいて質問を

させていただきたいと思います。 

地域高規格道路東広島・高田間の道路が当市にもたらす効果につい

てお伺いいたします。この路線の向原～吉田間は合併促進道路という

位置づけで平成１７年３月に整備路線となり、対策室を中心として、

現在現地の測量が進んでいる状況下であります。この道路のもたらす

効果は漠然と、主要な拠点施設などへの時間の短縮、走行便益、周辺

道路網の混雑解消、災害時の代替道路の確保、等々の直接的な効果、

また地域集積圏の形勢、観光などの地域活性化の促進、産業の振興、

公共交通機関の連携と間接的な効果が示されていますが、今ひとつ具

体的な効果が見えません。大多数の市民の方々は早期完成を願ってお

られますが、市長も関係部署に陳情等を重ねて努力等していただいて

おりますが、この道路の建設で土地・建物等が直接関係される方や、

至近距離内に居住される方などは具体的な安芸高田市の将来像をどの

ように見通されているか確認し、判断の基礎としたいと望んでおられ

ます。この道路の完成が安芸高田市民の暮らしにどのような効果をも

たらし、定住要件の向上に結びつくか、具体的な展望をお伺いいたし

ます。 

○松 浦 議 長   ただいまの玉川議員の質問に対し答弁を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   玉川議員さんからの地域高規格道路、東広島高田道路が当市にもた

らす効果についてというご質問でございます。 

地域高規格道路東広島高田道路が当市にもたらす効果というお尋ね

でございますが、東広島高田道路は、広島県でも中国横断自動車道尾

道松江線、東広島呉自動車道とともに県内の戦略的道路として重要路

線として位置づけられております。特に向原吉田道路につきましては､

合併支援道路として位置づけられており、昨年３月に整備区間の指定

を受け、事業着手となり､現在、広島県において測量・設計を行ってお

るところでございます。 

安芸高田市総合計画の中の将来像を示す３つの指標の一つに交流・

連携を通じて、創造性と活力を創出するまちの実現を目指すというの

がございます。まさに東広島高田道路の建設は、東広島市を中心とす

る臨空都市圏と産官学にわたる様々な分野での交流やつながりが強ま

ることが見込まれるところでございます。向原吉田間を結ぶ主要地方
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道吉田豊栄線の現状を見てみますと、急カーブなどの線形不良区間が

連続し、積雪時には､急勾配でスリップにより立ち往生する車が多発し、

非常に危険な状況にあるわけでございまして、そこで、当路線の整備

区間延長が、長さが現在吉田向原間４.５キロメートル、うちトンネル

延長が約２キロメートルでございます。このような危険箇所の解消は

もちろんのこと、長年の懸案課題でありました、主要地方道広島三次

線の戸島の捻橋付近の交通危険箇所の整備とともに、戸島川の改修も

計画されており、地域の一体的な環境の整備につながるものと考えて

おります。これに伴いまして､広島市、東広島市方面からの安全な玄関

口としての役割が高まることが期待をされております。吉田町側にお

きましては、現在の吉田豊栄線からの大型車輌の通行による市街地の

渋滞や混雑の解消に伴い、歩行者の安全性の確保にもつながるものと

考えております。 

また､東広島高田道路の整備効果を示す費用対効果指標のうち、移動

時間の短縮便益の側面から見ると、安芸高田市から広島空港まで、並

びに中国縦貫自動車道から東広島までそれぞれ約２９分短縮され、所

要時間が中国縦貫道から約５０分で空港へ到達可能な見込みでありま

す。こうした交通利便性を有効に活用することによりまして、東広島

圏域への通勤、通学も十分可能となり、田園都市としての人口流入の

受け皿、企業誘致の促進、地域雇用の場の確保などの地域振興及び消

防、救急業務等での移動時間の短縮による安全なまちづくりの推進、

あるいは観光周遊ルートの形成等地域活性化の促進等など、人輝く・

安芸高田の夢のあるまちづくりの一翼をこの道路は担ってくれるもの

と確信をしておる次第でございます。 

今後の事業展開としましては、今年度中に、設計を終えて地元説明

会を開き、さらに用地調整等も図ってまいりたいというように考えて

おるところでございます。具体的な用地調整等のことにつきましては、

後ほど担当部長から説明していきたいと思います。 

○松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 

建設部長 金岡英雄君。 

○金岡建設部長   それでは現在の吉田側、向原側の測量等の状況についてご説明をさ

せていただきます。 

現在吉田側につきましては、詳細設計、あるいは地質調査等が済ん

でおりまして、１月の中旬に地元への説明会を開催させていただきた

いということで、県と今協議をさせていただいております。それによ

りまして、地元の方のご了解をいただきましたら、用地測量、あるい

は物件調査等へ引き続きかからせていただきたいという状況にござい

ます。 

それから向原側でございますが、現在渓流調査等含めて、少しまだ

調査が残っております。これらにつきましても早急に仕上げ、少し吉

田側よりは遅れますが、３月中旬までには地元説明を行うということ
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で、今県の方にもなるべく早くできるようにということで、要請をさ

せていただいております。それに基づきまして、用地等の調査につき

ましては１９年度で実施をさせていただきたいというような考えを持

っております。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

再質問がありますか。 

○玉 川 議 員   はい。 

○松 浦 議 長   １８番 玉川祐光君。 

○玉 川 議 員   今いろいろと説明をいただきましたが、再質問というよりも要望を

含めてお伺いさせていただきたいと思います。 

１点は、こういう工事でございますので当然かなりの時間を要する

ことは十分理解するわけですが、これは私自身もこの道路を活用する

ところまで生きておるわけにはいかないと思います。それだけに次世

代に対する贈り物の指針として、今お話しがありましたような要点を

暮らしの面、安全の面、福祉の面、健康の面、医療の面、それから産

業、雇用、定住につながる問題、教育の問題、学習の問題、こういう

いろいろな細かい項目について専門家の知恵を知識をお借りしながら、

総合計画もさることながら、この道路がもたらす今世紀後半にもたら

す指針をある程度まとめたものをつくってもらえないだろうかと、考

えるものでございます。その点が１点と。 

もう１点。先ほどの答弁の中で教育の問題が若干触れられる部分が

少なかったような感じがしますので、答弁を求めるということで教育

長の方にお願いはしておりませんでしたが、現時点で教育長のお考え

で安芸高田市に居住する者の教育、学習の面でどういう効果が考えら

れるか、その点を答弁いただければ幸いと思います。 

以上、２点お願いいたします。 

○松 浦 議 長   ただいまの再質問に答弁を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   地域高規格道路は山陽自動車道と中国縦貫自動車道を結ぶ計画でご

ざいまして、これが全線開通というのはかなり時間がかかると思いま

す。しかし、吉田・向原間につきましては既に来年度から用地買収に

入れる見通しも立っておりますので、そういたしますと、まず、この

江の川を渡って向原に行く２キロのトンネルから着手するということ

でございますので、トンネルへとりついたら一気に債務負担を起こし

て工事をしますんで、これが開通をすれば吉田５４号ととりあえず向

原の正力とはつながるということでございますので、すぐ正力で、あ

そこへインターをつけますので、正力のインターで降りたらすぐ真っ

すぐ行ったら１キロ行かん間に向原の県道に出られると、こういうこ

とでございますので、向原・吉田間は案外早く、私は実現するんでは

なかろうかと、このように考えておりまして、やはり夢は東広島への
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学校もありますし、工場もあるということで、そちらへ向けて合併の

夢をつないでいくということで我々は考えております。 

○松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 

教育長 佐藤勝君。 

○佐 藤 教 育 長   高規格道路ができるということで、高齢者大学の時にも話したこと

があるんですが、すぐにはできんかもわからんけど、今まで広大とい

うところ、広島県では国立の大学の一番大きな大学でございますけど、

そことの今まではほとんど皆家から通うということができませんので、

東広島とか、あるいはアルバイトのことがございまして、広島の方に

下宿をして、そこの大学へ通うというのが非常に多くございました。

しかし今度はこちらの方から、自宅から通って大学にも行けるし、広

大だけじゃなしに近畿大学もございますし、呉大学もございますし、

そこらの方へ非常に行くのが便利になるだろうと思います。 

もう一つ、その大学が持っておる教育力というものを、こちらの方

へも波及していただきたいわけでございますが、大学の方の学生もこ

ちらの方へ来て授業をしたり、あるいはカウンセリング等もやっても

らうこともできるだろうというように、一つは学園都市と安芸高田市

が大きなパイプで結ばれるという意味で有効だろうと思っております。 

もう一つ、市内を考えてみました時に、向原町と吉田町は通学区域

の弾力化の中でも隣接校になってないんですね。要は小田の小学校と

の弾力化でいけるということになっておりますけど、今度はバスがあ

そこを通ってくるということになりますと、吉田町内から向原の学校

に行くこともできるようになると思いますし、向原からこちらの方へ

バス通学ができるということも可能じゃなかろうかなと思っておりま

す。その路線については未知数でございますけど、頭の中で考えたと

きにはそういう意味で交流がより一層深まっていくし、自分の将来校

に合わせた学校を選択していけるんじゃなかろうかと、高等学校につ

いてもそういうことが言えるんではなかろうかなというように思って

おります。 

以上であります。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

再々質問がありますか。 

〔再々質問なし〕 

○松 浦 議 長   以上で、玉川祐光君の質問を終わります。 

この際、１５時５分まで休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後  ２時５４分 休憩 

午後  ３時 ５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

続いて通告がありますので、発言を許します。 
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１９番 岡田正信君。 

○岡 田 議 員   １９番、岡田です。 

○松 浦 議 長   はい。 

○岡 田 議 員   日本共産党の岡田正信です。教育長と市長に３点お伺いしておりま

すように、質問させていただきます。 

これまでの一般質問の中で、いみじくも障害者自立支援法について

の法律は訂正されましたけども、市長自身、大変悪い法律が決まった

ものだと言われたように、今日の政治というのは、私も質問に書いて

おりますように、自民党と公明党の連立政治のもとで、弱肉強食社会、

こういう制度が政治に評価され、そういう中にあって、国民の貧富の

格差が一層広がっております。特に前総理であります小泉総理はこの

格差、広がることがいいんじゃというような省令に基づいて、ますま

すひどくなっているのが今日の姿でありまして、安芸高田市も国や県

にたびたび私申し上げておりますが、いじめる方じゃなしに、いじめ

る側に立っておるのが事実であります。合併協定では各種のサービス

負担や料金、補助金等が３年間で統一する５０数項目についての合併

協定でございましたが、中身は５０数目どころじゃないわけですね。

いろんな住民のかかる問題を含めますと、数えきれんくらいあったわ

けですが、こういう中であって、手のついてないところがたくさん２

年半を経ちまして、我々にもわかってきたわけです。市長におかれま

しては、この問題解決の政治手腕といいますか、お尋ねするわけです

が、合併後の混乱と私が位置づけましたのは、これまでの決算委員会、

あるいはいろいろな委員会におきまして合併後２年半経っても部の制

度はひきましたけれども、部の中でコミュニケーションがとれてない

というところが、ただうかがえたわけでございます。特に先だっての

決算委員会におきましては、市長は１日しか出席されておりませんけ

ども、そういう状況があったわけです。この問題を早く３年以内にす

べてはできないでしょう。今の経過から言いますと。そういう問題を

掴むのに、私は表現では諸悪の問題点はまず掴むことから始めるべき

です。これは市長さんが掴むべきです。言うなれば担当課、担当部の

コミュニケーションがやはり現状では掴みにくいと私は判断したから

こういう表現をさせていただいたのであります。執行部の財政がバラ

バラなのか、市長の所見をお尋ねしますというところで締めておるわ

けでございます。２年半だからそういうこともあるだろうということ

も私も思いますが、このままでは先だって以来、行政改革やら来年か

らの財政推計をするのにいろんな問題で副市長２人を部門に分けて、

財政が厳しいということは混乱をさせていると言われますが、それだ

けでは私は手がつけられないものがたくさんあるんだと思います。市

長の所見を尋ねるわけであります。 

小中学校のいじめについてでありますが、午前中にもありましたよ

うに、いじめの件数は小中合わせて１１件しか掴んでいないと言われ
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たんですが、これは文部省の調査でも明らかなように、全国ではなか

ったという数字が出るようなことですから、安芸高田市の教育委員会

でも調査の方法はいろいろ行われたんでしょうけども、やはり調査上

ではそうですけど、実際小学校で６件でしたか、中学校で５件でした

か、そのぐらいの数字じゃないんだと私は思うんですね。教育長は本

当にその数字を鵜呑みにしとってんか。これは教育長の所見を伺うと

ころですが、それと、子ども同士の問題とか、それから私が通告して

おりますように、先生が生徒をいじめるという、このニュースに私び

っくりしたんです。この件では安芸高田市ではなかったのか、お尋ね

するところであります。 

３点目の農家の法人化と市財政についてですが、これは決算委員会

でしたか、担い手の位置づけはどうかということを、お伺いしたんで

すが、言うなれば県の方針でもあり、国の方針でもあり、担い手の拡

大と、特に法人化に力を入れておるのが国の方針でもあるし、広島県

の姿勢でもあるわけですが、この法人化をいたしますと、農家自体の

数が減るわけですね。そうなりますと、地方交付税に算定されます農

家の数が減るということですから、大きく財政に影響が出てくると、

私は思います。この点について市長の所見を伺うところであります。 

以下は自席で再質問させていただきます。 

○松 浦 議 長   ただいまの岡田正信君の質問に対し答弁を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   岡田議員さんの合併後のいろいろな諸問題の解決についてどうなっ

とるかと、こういうご質問でございます。 

まず、合併後の諸問題の解決ということについてでございますが、

このことにつきましては、合併に伴う市民負担の激変緩和の観点から、

それぞれ各種の公共料金などについて、合併後数年をかけて調整し、

統一を図ることとしているものでございます。公共料金につきまして

は、それぞれ想定をしておりました年度を目標に、順調に調整を進め

ておるところでございます。また、市単独補助金につきましても整理

合理化プランを策定いたしまして、これまでの一律削減の手法ではな

く、個別の実態を精査しながら、見直し作業を現在進めておるところ

でございます。なお、防犯灯など設備の設置及び維持費等の負担につ

きましても、現在、実態の調査を行い、市内全域での統一した取り組

みを実現するよう取り組みを進めております。いずれにいたしまして

も、市民意識の一体性を高めていくという観点からも、市内全域へ同

等な行政サービスの提供ができますよう、早急に取り組みを進めてま

いりますので、一層のご理解とご支援を賜りたいと思います。 

それから最後のご質問の農家の法人化と市の財政についてというお

尋ねでございます。ご指摘のように来年度からの国の農政の方針は、

認定農業者や農業生産法人等のいわゆる担い手に特化した施策を行い、

農業構造の構築を図ろうとしているもので、とりわけ広島県におきま
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しては、農業集落法人の育成にすべての農政の施策を集中する方針の

ようでございます。本市におきましては、議員ご指摘のとおり、国や

県の方針であります農家法人化が、すべての地域や集落に適合する状

況にはないのではないかと思います。今年からＪＡ等関係機関と、集

落営農の推進に取り組んでおりますが、地域や集落の実態に応じた推

進を行う必要があろうと考えております。営農形態によっては、農家

の農業離れを招くことにもつながり、農業者や地域の皆さんがかかわ

るシステムをつくることが、課題と考えております。今後におきまし

ても、ＪＡ等関係機関と連携を取りながら、本市の実態に合った地域

営農の推進に努めてまいります。 

次に、この法人化の推進が、市の財政にどのように影響するのかと

のお尋ねでございますが、ご承知のように、地方交付税の算定の中で、

基準財政需要額の算出基礎として、農業関係の農家戸数、農地の面積

等の数値を計上しております。この数値は、農林業センサスの統計数

値を使用するもので、数値の減少は、基準財政需要額に連動してまい

ります。ご指摘のとおり地方交付税の減額ともかかわりを持つように

なると思います。先にもお答えいたしましたが、農家の農業離れを防

ぎ、農地の荒廃防止につながる地域営農の推進に努めてまいりたいと

考えております。 

○松 浦 議 長   続いて答弁を求めます。 

教育長 佐藤勝君。 

○佐 藤 教 育 長   ただいまの岡田議員のご質問にお答えをいたします。 

安芸高田市では、いじめは絶対に許されないとの認識に立ち、早期

発見、早期対応に努め、いじめを許さない学校づくりを推進しておる。

このことについては、先ほどの答弁でも申し上げたところでございま

す。教職員一人ひとりがいじめは人間として絶対許されないという強

い認識を持っておりますし、いじめられている子どもの立場に立って、

親身に指導をしてくれていると私は信用しておるわけでございます。  

ただ、いじめ自体がわかりにくいということから、発見が遅れるこ

とがあるかもしれない、わかりにくいということから、教師で見た目

での報告だけで報告をしておりましたが、先ほどの答弁でも申し上げ

ましたように、子どもからアンケートをとって、最近いじめられたこ

とがありますかというアンケートをとりました。ところが、子どもは

どのように受けとめるかと言いますと、ちょっと自分の気に入らない

ことがあったらみないじめだとか、社会的に今いじめ、いじめという

言葉が流行しておるものですから、何か気にいらんことがあったらす

ぐいじめというように言うわけでございまして、そこでいじめのある

ということに答えた内容につきまして、もう一遍学校の方で精査をし

て下さいというお願いをして、そして出てきたのが先ほど申し上げま

したように小学校が６件、中学校が５件、合わせて１１件であったわ

けであります。 
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それで、いじめについての定義をどう考えておるかということもち

ょっとお話しを申しますと、一般的に自分より弱い者に対して一方的

に身体的、心理的な攻撃を継続的に捉え、相手が深刻な苦痛を感じて

おるものと、このように定義をしておるわけでございます。したがっ

て、ちょっと今日ものを貸してくれと言った時に貸してくれなかった

とか、あるいはちょっと今日ここにあった、筆入れを隠されたりとか

いうようなことだった場合には、継続的にずっとそういうような状況

じゃないんだから、それはいじめとしてはカウントをしないと、改め

て指導をいたしました。その結果がアンケートについていじめの件数

について報告をさせてもらった内容でございます。ただ、新聞にも出

ておりましたように、先生が発言したことがその子どもに対していじ

めに発展しておる状況がございましたので、このことについては教師

としてあるまじき行動であるということで、警鐘に加担を鳴らしてお

ります。校長から話を聞くところによりますと、いじめをしておると

いう状況についても校長としてはそのように把握をしていないと、私

の方へ聞かせてもらっております。 

もう一つ質問があったんですが、あれは言われませんでしたので、

またあった時にお答えをさせていただこうと。 

○松 浦 議 長   岡田君、答弁漏れはありませんか。 

以上で答弁を終わります。 

再質問ありますか、 

○岡 田 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   １９番 岡田正信君。 

○岡 田 議 員   質問通告しとってもしゃべらにゃ答えてもらえんということがあり

ますんで。 

その点は最初言うておきます。 

担任の先生が途中で研修に行くことが、果たして教育上に問題があ

るかないかの例えとったわけです。これは今言うたところで答えても

らえばいいんですが。ついでに教育の問題言いますと、いみじくも教

育委員会が精査したと、調査が上がってきたが、一日くらいのことじ

ゃいじめにはつながらんとか、ここにやっぱり私から言えばどういう

んですかねえ、文部省とよう似たようなことがあるんじゃなあと思っ

たんです。今の子どもの状態というのが、私もそうですが、考えられ

んことが起きよるいうことをまず教育委員会がつかんどってもらわん

と。それには教育委員会だけではできん部類もあるじゃないですか、

今地域が子どもを守るいう体制もできておりますし、今の子どもは、

私にもフィリピンから来た子どもがおるんですが、これはっきり言う

んですよ。いろんなことを、４年生の時来たんですが。目標は何か言

うたら日本語覚えて、出したそうですが、お医者さんになっておばあ

ちゃんの病気を治すというようなことがしたいと。お前いいこと言う

たのうと私誉めたら、おじいちゃん、これごますりとこうやったんで
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すよ。私はごますりいう言葉を覚えたのもびっくりしたんですが、そ

れじゃいけんでと。ほんまのことを書かにゃと、思いを。だったら孫

から返ってきた言葉が、おじいちゃんクラスメイトみんな一緒とこう

なったんですよね。これ４年生のときか５年生のときですが、ちょっ

とそれは覚えとったんですが、そういう状況になっとると。そりゃ子

どもが悪いんじゃないんですよ。やっぱし犯罪も子どもの教育の非行

も社会の現れいうて昔から言われますように、やっぱり社会がいろん

なマスコミ、テレビ、もちろん政府の関係もあります。いろんな社会

を構成しとる状況がそんなことになるんじゃないか。ただうちの孫の

学校だけがそうじゃないと思います。全部市内全国的にそういうこと

が起きとるんだと思います。昔とは違って東京であったことはすぐ起

きるんですから。そこらの認識の問題をまずお伺いしときます。 

それから合併後の懇談会で私は位置づけたのは、何もいろんなこと

が全部同じようにいかんからいう意味で言うたんじゃないんですが、

残っとることはたくさんあるんですが、担当部の部の人だけでは解決

できない。こないだも八千代町の問題を一つ上げましたけども、この

農業施設一つとりましても、やはり市長さんが自らこの問題をどうと

らまえて対応するかということがしてないと、八千代町の職員の方々

はそれがその当時から当然のように話されて、この簸川灌漑排水の施

設ができたわけですから。その当時はダムの交付税を固定資産税をそ

こに財源をあてて、農家の負担はなしでよろしいという説明を受けた

いうとこまで聞いたわけですよ。ところがそれは農業施設に負担金が

要らんいう制度はその当時なかったんですよ。国も県もどういう経過

か詳しくは私も支所長から聞いただけですから知りませんけど、その

当時もなかったこともそういうふうにいじめられる側の行政が、国や

県がいじめる方のことを真に受けた言えばそれまで。そのとおりじゃ

け。だがそりゃ通らんわけですよね。ここは市長が出ていって、やは

りこの問題をどう県や国は考えとるんかいうことも必要だろうと。こ

れは一つの例です。ですから解決できない問題を、各部・課でできん

ことはやはり意見交遊をする、どういう経過でできた、そこらがこの

ままの体制ではとてもらちあかんと思います。ですから来年から機構

改革、あるいは財政推計の中で考えていかれるいうんですが、もちろ

ん各支所の役目の問題のその中に入ると思うんですが、まあ申告には

ないけえそがなこと言われん、言われりゃあそれまでですが、混乱を

早く解決されるためにはどういう手法で望まれるのか。基本的な考え

をお尋ねいたします。 

それから農家の法人については集落営農を、もちろん国の言うよう

に集落営農がいいんですが、集落営農はいいんですよ。農家が切り捨

てられんから、やり方によっちゃあ各農家が集落に集まるわけですか

ら、個々の農地を持っとりますから、農家として、どういうんですか、

そこの集落として、労働が６０日あれば、統計上表されますが、法人
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にしたら全部農家がそりゃ預けるんですから、１００件じゃちょっと

多いが３０件の集落が、農家が１件法人やってみれば２９件いうか法

人組織に全部やって農家じゃないなるわけですから。そしたら統計上

から減るわけですから、地方交付税が減ると、市長も先ほど言われま

したけども、大体私、農政局やらいろんなところへ話をさせていただ

いたら、全国でも同じなんですよ、農家で。一番分が悪いのが高知県、

広島県、和歌山県、島根県になるんですが、そこらの算定が大体１５

万円か１６万円。１戸あたりかかると。財政当局はまあどういうふう

につかんどってかお伺いします。 

○松 浦 議 長   ただいまの再質問に答弁を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   まず最初の、合併後、合併前のそれぞれの町村でやっておった、い

ろいろ異なった制度があるわけでございます。それを早く一本化する

と、こういうのは合併後の課題であるわけでございますが、しかしな

かなかそれぞれ経過があって、先ほどのご指摘のように国・県がから

んどる問題もございまして、なかなか一本化できないところもあるわ

けでございますが、ご指摘のようにできるだけ一本化できるものは早

く一本化していきたいと、このように考えておるところでございます。 

それから、私も農業法人をつくったために農家が減って、どれだけ

地方交付税にこたえるかいうのは、ちょっとまだ試算をしておりませ

んので、恐らく担当の係もこのことはまだよく掴んでおらんのではな

いかと思いますが、もしそのことがわかれば、今わかればすぐ答えま

すが、数値的なものがもしわからんかった場合は明日ちょっと追加で

お答えをしていきたいと、このように考えております。ただ集落法人

をつくるというのは国の大きな農業政策になっておりますんで、この

法人をつくったところへは、国が特典を与えるという制度もあるわけ

でございます。したがって、その特典を受けようと思うとどうしても

そういうことになり、つくらにゃいけんということでございますんで、

国の農業政策そのものが、もう大型農家育成という方向になってきた。

我々としては、大変このことについては不満があるわけでございます

が、しかし国の政策、大きな経済の流れの中の政策として、やはり農

業もそういう方向にいかざるを得んということがあります。極端な最

近の例を話しますと、いわゆるオーストラリアとの農業交渉の問題が

あります。これはオーストラリアはその安い肉やら安い小麦やら、い

ろいろな農産物を、面積が太いですから、それを関税なしに日本へ輸

入せいというのが今オーストラリアとの農業交渉なんですね。これを

もしやられたら、それはもう日本の農業という特に北海道の畜産とい

うのはひとたまりもないというのが現状なんです。それでもなお、国

はこのオーストラリアの鉱物資源がどんどん中国へ今流れ出したと。

日本へ来んようになったと。そうすると日本の工業が大変なことにな

るんで、それを取るために農業をターゲットにしておるというのが、
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今実態であるわけでございます。ですから、本当に大きな経済の流れ

の中で、農業を今守っていかにゃいけんということは、本当に我々も

身にしみて感じております。先般、東京でそういう大会がありました

が、今言われとるように完全に関税廃止するようなことは恐らくない

と思いますが、結局農業交渉を引き延ばすしか方法はないというのが

今実態のようです。そういうような今、農業を取り巻く状況が非常に

厳しくなっとる。で、この間も日本経済新聞やら朝日新聞の社説にも

う日本の経済がもてんようになるけえヨーロッパからどんどん鉱物資

源を入れるために農業が犠牲になってもいいじゃないかと、そういう

ような論説が今公然と出ておるのが実態でございます。ですから、我々

としてはここにどのように歯止めをかけていくかというのが大きな、

我々議会もあるいは農業会も一緒になって頑張る時にきておると思い

ますが、実態はそういう方向で、本当に厳しい状況で動いておるとい

うのが実態でございます。 

○松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 

教育長 佐藤勝君。 

○佐 藤 教 育 長   それでは、先ほどのご質問にまずお答えしたいと思います。 

答弁は考えておったんですが、質問に言葉として聞かなんだもので

すから答えちゃ悪いかな思って、よう答えずにおりましたけれども、

教職員の研修のことでございました。研修に出たために子どもと先生

の間が離れる。そのことは教育に対してマイナスな影響といいますか、

いじめ問題も発生することになるんじゃなかろうか、生徒指導のきめ

細かな指導もできないんでないかということでございます。ご承知の

ように教育公務員は教特法の中で教員は絶えず研修と修養に努めなけ

ればならないということがございまして、子どもたちがどんどんどん

どん変わっていく状況の中で、自分たちが昔と同じような生活をして

おったのでは、子どものいじめの問題についても気がつきませんし、

その対応についてもどのようなスキルがあるかということについても

学ぶことができません。そういうために初任者の場合には初任者研修

というのがありますし、１０年目の教員に対しては１０年目研修とい

うのがございますし、教育センターではいろんなメニューを準備いた

しまして、希望者についてはそこへ行って勉強ができるようにしてお

ります。 

小学校の場合は学級担任と教頭先生、校長先生が学校におられて、

それが授業に交代で出られるということで、担任の先生が仮に空いた

場合には、その他の先生がおらん場合には、教頭先生か校長先生らが

授業の代替に出て、あと担任の先生から預かったプリント、あるいは

指導の内容を指導しておるということが現実でございます。その結果、

余りにも出張が多すぎて、教育の効果が低下しとるということではい

けませんけれども、今のところは、昔は旧高田郡の場合は教育センタ

ー等がありましても、なかなか出席をして勉強して下さいというお願
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いはしとりましたけれども、出席者が非常に少なかった。最近は非常

に手をよく挙げてもらえますので、今度は県内がそういうふうになり

ましたんで、なかなか該当せんということがありまして、年に１回は

そういうチャンスに自分の適当な時期と向こうとのチャンスがあった

場合には、合格してから向こうへ参加するというような状況になって

おります。これが現実でございますので、私は先生が出張するから後

が教育できないということは少ないんじゃないかなというように思っ

ております。極力あとのフォローをしながらできるように指導してお

るとこであります。 

次にいじめのことでございますが、いじめについては先ほど話をい

たしましたように、ひとつの定義がございまして、それに従ってカウ

ントしたものをいじめとしようということになっておるんでありまし

て、これが先ほどは継続的に身体的、攻撃的な攻撃を継続的に加える

ということを言いました。それは継続的にがどの程度なんかというこ

とについて、そいじゃ１週間なんか、１カ月なんか、いうことがある

わけでありますが、これが最終的な判断の違いになるというように思

います。ですからはじめ申し上げましたように、ちょっと今日筆入れ

を隠されたということがいじめなのか、あるいは子どもの遊びの中の

一つなのかというようなことを、子どもに書け言うたらすべてそうい

うのを全部出すようになりますから、実態を調べてその中で先ほど言

いました基準に合わせて、そしてこれは継続的にその子どもが心理的

な圧力を受けとるなというものがあったのを上げさせていただいたと

いうことでございます。これまでは１７年の結果を見ますと、安芸高

田市の場合は小学校のいじめはゼロという回答でございました。中学

校の場合は１７年が２件ということだったんですけれども、あえて私

の方からいじめられる子どもの立場になってもう一遍精査をしてみな

さいということで調査をした結果が、先ほど申し上げました小中合わ

せて１１件ということになっておるわけでございます。 

なぜ、そのようになるか。これは一概に私は結論づけることは難し

いと思います。社会全体の問題であるというように思いますが、全般

的に言われておりますのは、体験とか、みんなで一緒にいろんな生活

体験、勤労体験、あるいは一緒に行動するというようなことが案外少

ないがために、他者との歓びや悲しみを分かち合うというような経験

も少なく、物事の違いや価値あるものについて、一人ひとり違うんだ

という、それの良さについて気づくことができないんだというような

ことを要因として言っております。要は少子化によってそういう経験

が少なくなった。それからもう一つは家庭との問題でございますけど、

先ほどは早寝・早起き・朝ごはんという話をいたしました。やっぱり

そういうふうに家庭の中で子どもが親にゆっくり親のひざの中でおら

れるというような、あるいは親の愛情の中に包まれるというようなこ

とがどうも少ないんじゃなかろうかと。それらが他者を認められたか、
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あるいは自分がこういうことができるようになるという自信に結びつ

いていないということがあるんじゃなかろうかというように言われて

おります。長くなるかわかりませんけど、人の世に三知ありという言

葉があるんです。一つは学んで得る知、もう一つが体験による学ぶ知、

３つ目が人と交わって得る知ということがあります。今は学んで得る

知が、どっちかと言ったら優先的にされて、日常、私たちが小さいと

きに経験をいたしました体験による知、あるいは人と交わっておる知

というのが少ない。それを何としてでも今取り戻していこうというこ

とで、道徳の時間でも体験活動をさせながら、道徳の学習をさせると。

道徳の教材になることをまた体験させて学習させると。そうやって身

につけようという努力をするように指導しておるところでございます。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 

総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   非常に交付税制度の解説の中になっているのかなという思いがして

います。確かにご指摘いただきますように、交付税の積算の中で農業

行政費という測定単位がございます。そこの中で、農家数という単位

の中で、経常経費と投資的経費を区分されとります。標準団体の行政

規模でありますけども、農家数が３，０００戸として今想定をしてお

ります。２００５年の農林業センサスは３，５００でありましたけど

も、交付税の方では積算の方、３，５００を３，０００戸に削減をし

て想定をいたしとるとこであります。測定単位と言いますと、当然農

業経営の中の経常経費にあってはやはり標準団体で一般財源所要額が、

やはり６万９，９００円くらい見ておるわけであります。それと、投

資的経費につきましては２万５，６００円ということになるわけであ

りますが、現在その農林業センサスの中で農家数を表しておりますの

は、４，４４６戸ということでございます。補正係数等も合わせさせ

ていただきますと先ほどありました経常で６万９，９００円、投資的

経費で２万５，６００円、先ほど岡田議員さん、１５万ということで

ご発言をされとりますけど、安芸高田市の場合に経常経費で１０万４

千円積算をしております。投資的経費で３万２千円、農家１人当たり

の基準財政需要額というのは１３万６千円ということで、今我々は積

算させていただいとるわけでございます。ただ、農家数につきまして

は需要額の方ではございまして、収入額というものがございます。収

入額は交付基準額において３０％分のカット分ということになります

ので、１３万６千円に対して７０．１％くらいになると思いますが、

安芸高田市の場合に９万５千円という積算単価で我々今積算をいたし

ております。 

以上であります。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

再々質問ありますか。 
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○岡 田 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   １９番 岡田正信君。 

○岡 田 議 員   農家数の関係で言えば、そりゃバラツキがあるのですからプロの方

が算出されたらそれでよろしゅうございますが、ただ農家数の数です

よね。私が農業政策の販売農家だけをひろったときには、ちょっと数

字が違うのですが、まあいいですわ。数字が違った分はもう。違うん

ですが、あとまたこれはしますが、問題は先ほどの市長が出ていって

解決しなくちゃいけないこのバラツキの問題、各６町が持ち込んだ事

業の中で。例は一つ、この簸川灌排、灌漑用水排水の問題、用水の問

題、言いましたけれどもこの問題に限ってはこういう国と県が直接そ

の当時かかわって、そういう経過の中で今日に来て、やはり農業施設

に対して、全く農家に受益者負担がないという制度は、昭和４４年も

なかったのですから。それをあえてそこへ指導したというか、こんな

事項はないでしょ。で、安芸高田市の場合は高宮はご存じのとおり香

六ダムで事業起こして、農家負担でパイプをひいて灌水用水やっとっ

てですわな。これ壊れたら必ず農家負担、受益者負担がいるんですよ。

そりゃ何分の１になるかパーセントは別にしましても。甲田町で言い

ましてもダム補償の関係で小原に灌漑用水引くパイプありますわ。そ

れ今までも壊れた時には農家負担、なんぼかして施設の改修しとりま

すけども、やはりそこのとこは市長さんが出て行って話をしてんない

と。担当の職員の方には責任ないですからね。その点をどのように考

えとってか、そういう場合ですよ。私たまたま簸川、よそのこと言い

ましたけれども、そういう制度があったときには、やはり市長が出て

いくところじゃないですか。お尋ねいたします。 

それから教育の問題では、安芸高田市だけの問題だけをとらまえと

るわけじゃないんですが、教員の担当の教師が途中で研修に行くこと

は、佐藤教育長私の同年代ですから、途中ではよっぽどのことがない

と、病気で担任の先生が休むとかいうことがなかったら、教育行政が

ぐっと変わったのはわかりますよ、今日。広島県の場合、特に圧力団

体いうか外部の団体が教育の介入をしたり、行政へ介入したことがあ

りまして、その反動でまた今度は私から言えば政府の介入がどっとき

たと。いうなかで広島県ではやっぱり担任の先生だろうがどうだろう

が、先ほどは研修希望者が多いから言うたんですが、無理やりに県教

委の方から研修行きなさいと言う。普通だったら休み中に研修受けら

れますわな。夏休みとか。１学期とか２学期とか３学期とか、この休

みのない時に２カ月研修とか入れられるそうです。国・県全体で言え

ば、安芸高田市はそういう数がなんぼかあったんですか。それは教育

に、子どもは１年から６年までありますから。小学校の担任いうのは

ね。その先生が途中で、ようやく慣れたいう時に校長か教頭が代理を

すりゃ事が済むいう問題じゃないと思うんですが、いかがですか。 

○松 浦 議 長   ただいまの再々質問に答弁を求めます。 
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まず初めに、市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   ただいまのご指摘でございますが、これもいろいろな歴史がござい

まして、それは職員が手に合わんとおっしゃることもわかりますが、

やはり仮に市長が乗り出してもいろんな地域の歴史いうのがございま

すんで、今後はそういうものを十分考慮しながら対応していきたいと、

このように思います。 

羽佐竹の香六ダムの問題が出ましたが、もう４０年も前にあこへ香

六ダムを県営でつくったわけですが、約６キロ石綿管を引いておりま

すが、あそこは石綿管が壊れたら自前で直しておるというのが実態で、

それぞれやっぱり歴史があるわけでございまして、そこらを今後我々

も十分検討していきたいと思います。 

○松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 

教育長 佐藤勝君。 

○佐 藤 教 育 長   研修の件につきましては次長の方から、よくわかっておりますので、

答えさせていただきます。 

○松 浦 議 長   教育次長 沖野清治君。 

○沖野教育次長   それでは、先ほどのご質問にご回答させていただきたいと思います。 

研修につきましては、法律的にも地公法、それから教特法、地教行

法と、研修について教員の場合はしなきゃならないということになっ

ておると思いますけど、その研修につきまして国・そして県、また市

町村教育委員会がそれぞれすることになっております。例えば国で言

いますとリーダー研修ということで、中央研修というのがございます

けども、そういった形でやっとりますし、県の方で言いますと基礎的

な資質、あるいは指導力の育成をするための指定をしての研修、ある

いは教科指導の育成の研修、あるいはマネージメントの能力向上の研

修といったようなものもございます。そういった形で研修が義務づけ

られており、そしてそれをやっていかなければいけないという立場に

なるわけでございますけど、そういう中で年度当初にそういった研修

というのが常にいつどこであるかということが組み込みますので、い

つ頃研修ということがあるというのはそれぞれの先生方は覚悟しとる

とこでございます。また、長期休養中にも研修が組まれておりまして、

なるべく授業に影響のないところでという配慮もしながらやったのが

実態でございまして、できるだけ、それぞれ特に小学校は担任の先生

というのが大きな立場にございますので、その担任の先生が困らない

ということは配慮しつつ、研修を組んでおるというような状況でござ

います。そういう意味で義務的な研修も随分ございますので、そうい

った中で長いのは２年間とか、あるいは半年とかいうのもございます

し、短いものについては１日、２日というような研修が組まれておる

のが実態でございます。そういうことでございまして、できるだけ影

響のないようにという配慮はして、研修を組んでおるところでござい

ます。 
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○松 浦 議 長   以上で、岡田正信君の質問を終わります。 

以上で、本日の一般質問を終了いたします。 

これをもって本日の日程を終了いたし、散会いたします。 

次回は、明日１２日午前１０時に再開いたします。 

ご苦労でございました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後３時５３分 散会 
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